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広
島
県
重
要
文
化
財
紙
本
墨
書
田
所
文
書
國
衙
領
注
進
状
一
巻 (

田
所
恒
之
輔
氏
所
蔵) 

文
書
の
幅
二
八

長
さ
一
四

 

(

指
定
理
由)

平
安
後
期
か
ら
安
芸
國
衙
の
田
所
職
を
世
襲
し
た
こ
と
に
よ

て
氏
の
名
と
な

た
田
所

氏
に
伝
え
ら
れ
た
文
書
で
あ
る

こ
れ
は
巻
頭
部
を
欠
く
が

内
容
か
ら
い

て
安
藝
國
衙
の
注
文
で
あ

る

府
中
近
在
諸
郡
の
地
名
の
明
ら
か
な
郷
四

村
十
八

名
四
及
び
其
他
に
わ
た

て
各
郷
村
名
別
に

面
積
と
そ
の
内
訳
を
な
す
各
種
免
田
と
輸
租
田
を
列
記
し
た
注
文
で
あ
る

奥
書
は｢

十
二
月 

日 

大

判
官
代(

花
押)

｣

と
あ
り
裏
継
目
に
も
同
じ
花
押
が
あ
る

月
日
は
後
筆
で
三
月
と
訂
正
さ
れ

随
所
に

後
筆
の
注
記
や
訂
正
の
加
え
ら
れ
て
い
る
の
と
相
ま

て
再
度
注
進
の
案
文
を
兼
ね
る
も
の
と
想
像
さ

れ
る

年
代
は
鎌
倉
初

中
期
の
文
と
推
定
さ
れ

当
時
の
安
芸
国
衙
領
の
様
相
を
知
る
べ
き
貴
重
資
料

で
あ
る

･･
･

年
代
は
鎌
倉
初

中
期
と
推
定
さ
れ

当
時
の
國
衙
領
の
様
相
を
知
る
べ
き
貴
重
資
料
で

あ
る

(

広
島
県
文
化
財
保
護
委
員
会)  

 
 

 
 

 
 

な
お
、
本
巻
の
前
欠
が
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ

た
か
を
知
る
由
も
な
い
が
、
古
代
か
ら
安
芸
国
郡

の
表
示
法
は
沼
田
郡
、
加
茂
郡
、
安
芸
郡
、
佐
伯
郡
、
山
県
郡
、
高
宮
郡
、
高
田
郡
、
豊
田
郡
の
八

郡
で
あ

た
か
ら
、
沼
田
、
賀
茂
、
豊
田
、
三
郡
の
国
衙
領
が
不
明
な
こ
と
が
わ
か
る
。(

町
史
編
纂

室) 
*

国
史
大
辞
典

九
巻
二
三
九
頁
に
よ
る
と 

田
所
は
平
安
時
代
以
後
国
衙
に
お
か
れ
た
在
庁
所
の
一
つ

･･
･･･

･

國
衙

の
在
庁
所
の
種
類
と
し
て
健
児
所

こ
ん
で
い
し

 ･

検
非
違
使･

田
所･

出
納
所･
調
所･

細
工
所
等
々
の
名
称
を
あ
げ
て
い
る

田
所
は
こ

う
し
た
分
課
的
在
庁
所
の
内
で
も

土
地
関
係
の
職
掌
を
主
と
し
た
も
の
で
あ
る

各
國
衙
の
行
政
分
野
に
あ

て

田

所
の
関
与
す
る
検
田
は
重
要
で
あ

た

検
田
に
つ
い
て
は
郡
規
模
で
郡
検
田
所
が
設
置
さ
れ
て
お
り

･･
･･
･･

所
料
田

の
確
認
申
請
が
あ
る
と
国
司
は
そ
の
申
請
文
書
を
國
衙
田
所
の
調
査
に
付
す

田
所
で
は
國
衙
の
検
田
帳(

馬
上
帳)

や
国

図(

基
準
国
図)

と
照
合
し
朱
書
で
国
司
に
勘
合
注
申
す
る

こ
の
田
所
に
よ
る
坪
付(

田
積)

の
朱
注
の
結
果
を｢

丹た
ん

勘か
ん｣

と

呼
ぶ

不
輸
租
免
田
を
國
衙
に
認
定
し
て
も
ら
う
際

田
所
が
作
成
す
る
こ
の
勘か

ん

文も
ん

は
極
め
て
重
要
で
あ

た

田
所
を

構
成
す
る
官
人
の
肩
書
は
目
代･

惣
判
官
代･

書
生
な
ど
様
々
で
あ
る
が
田
所
の
責
任
者
は
有
力
な
在
庁
官
人
が
任
せ
ら

れ
た
た
め

田
所

た
ど
こ
ろ

職し
き

の
名
称
に
見
る
よ
う
に
家
職
と
し
て
世
襲
さ
れ
る
場
合
も
あ

た

 

*

明
治
五
年･

明
治
八
年･

明
治
九
年
此
三
度
差
出
扣

ひ
か
え(

田
所
家
文
書)

に
よ
る
と

田
所
資
隆

す
け
た
か 

(
朝
廷
よ
り
免
状
を
賜

り
佐
西
四
度
使

さ
さ
い
よ
ど
の
つ
か
い

で
田
所
執
事
職

た
ど
こ
ろ
し
つ
じ
し
き

と
な
る

佐
伯
姓
を
名
の

て
い
た

)

は
昌
泰
三
年 

(

九
〇
〇
±) 
頃

旧･

五

日
市
町
三
宅
の
田
所
屋
敷
跡
よ
り
国
府･

府
中
に
赴
任
し
在
庁
官
人
と
な

た

田
所 

信
職

の
ぶ
も
と

天
元

て
ん
げ
ん

三
年

康
平
七

年
・
九
八
〇

一
〇
六
四

は

本
姓
は
佐
伯

氏
が
田
所･

三
宅

三
善

み

よ

し

荘
園
を
経
営
す
る
役
職
名

田
所
執
事
職

た
ど
こ
ろ
し
つ
じ
し
き

を
康
平

こ
う
へ
い

七
年

一
〇
六
四

父
資
俊

す
け
と
し

よ
り
相
続

又
大
帳
所
惣
大
判
官
代
に
補
任

ぶ

に

ん

し
た

延
久
四
年

一
〇
七
二

佐
伯
郡
田
所
屋
敷

佐
伯
区
五
日
市
町
三
宅

よ
り
府
中
へ
居
住
し
た

大
帳
所
惣
大
判
官
代
を
寛
治
五
年(

一
〇

九
一)

田
所
信
職
よ
り
田
所
兼か

ね

信の
ぶ

が
相
続
し
た

田
所
累
系

明
治
五
年･

明
治
八
年･

明
治
九
年
此
三
度
差
出
扣

ひ
か
え

(

田
所
家
文
書)

に
よ
る
と
平
安
時
代･

保
延
元
年

一
一
三
五

に

本
姓

ほ
ん
せ
い

は
旧
来
の
佐
伯
を
踏
襲
し
つ
つ

田
所

職
と
い
う
古
代
の
職
名
を
氏う

じ

に
し

田
所

た
ど
こ
ろ

氏う
じ

を
現
在
ま
で
世
襲
し
て
い
る

芸
州
府
中
荘
誌

お
よ
び

安
芸

府
中
町
史

第
一
巻
に
よ
る
と｢

阿
岐
国
造
家
で

五
日
市
田
所
屋
敷
か
ら
赴
任
し

国
府
に
入

た
田
所
氏
が
世

襲
し
た
主
な
職
名
は

佐
西
四
度
使

さ
さ
い
よ
ど
の
つ
か
い･

安
芸
国
執
事
職

し

こ
う
し
き(

昌
泰
三
年･

九
〇
〇
頃)

三
善

み

よ

し

荘
園
を
経
営
す
る
役
職
名

大
帳
所
惣
大
判
官
代

そ
う
だ
い
は
ん
が
ん
だ
い

田
所
執
事
兄
部
職

田
所
文
書
執
行
職

た
ど
こ
ろ
し
つ
じ
こ
の
こ
う
べ
し
き 

た
ど
こ
ろ
も
ん
じ

し

こ
う
し
き

田
所
惣
大
判
官
代
田
所
兄
部
職

こ
の
こ
う
べ
し
き

田
所
惣
大
判
官
代

田
所
執
事
職

田
所
惣
大
判
官
田
所
書
生
職

田
所
惣
大
判
官
代
田
所
文
書
職

も
ん
じ

し
き

田
所
惣
大
判
官

そ
う
だ
い
は
ん
が
ん ･

大
判
官
代

田
所
書
生
職

た
ど
こ
ろ
し

せ
い
し
き

田
所
惣
判
官
新
代
大
夫

大
椽
職

だ
い
じ

う
し
き

田
所
惣
大
判
官
代
等
の
有
力
在
庁
官
人
及
び

拾

芥

抄

し

う
か
゛
い
し

う

(17)

に
よ
れ
ば
奉
幣
使
を
兼
ね

至
德
二
年

一
三
八
五

よ
り
厳
島
国
府
上
卿
定
勅
使
役
祭
主
等
を
明
治
五
年

一

八
七
二

ま
で
代
々
世
襲
し
た

(18) 
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『
安
芸
府
中
町
史
』
第
二
巻 

 
 

一
七
三

二
〇
四
頁 
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一
、  

 
 

 
 

 

安
藝
國
衙
領
注
進
状 

(
前
闕)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
１
紙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
乗
五
反 

今
者
良
賢
」 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

暹
カ)  

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
□
五
反 

今
者
寛
乗
」             

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
２
紙 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
□ 

 
 

宗
海
一
丁                      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

国
廳
社
カ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


□
□
□
造
立
免 

 
 

、
信
家                   

国
庁
屋
敷(

田
所
屋
敷)

の
国
廳
神
社･

槻
瀬
明
神    

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


□
」
三
反
六
十
歩                                      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

村) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
十
丁
一
反
六
十
歩 

 
 

〻
〻
〻                                    

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


六
反
大                         

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

時
宗
三
反
小 

 

、
祝
師
二
反                        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

中
内
三
反 

 

、
宗
道
一
反
大                        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

最
カ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


□
勝
講
免 

五
反 
 

 
 

、
道
舜                          

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

感
神
院
社
免
三
反                                             

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

二
反
カ) 

〈
虫
損
〉 

□
□
□ 

 
 

 
 

 
 

、
久
家
一
反                  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、 

石
屋
寺
免
一
丁                                                

 
 

 
 

(

役
カ)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 

、 


人
給
免
二
丁
一
反
」                                         

 


□
□
□
 

 
 

 
 

 
 

 


、

□
利
」                       

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


免
五
反(

鍛
冶
免
カ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
如
願
跡

今
者
覚
源                                   

 

同 
 

 
 

□
□                           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

継
目
裏
半
花
押 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
員
恒
二
反 

今
助
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
友
重
二
反 

 
 

 
 

第
３
紙

  
  
 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
宗
員
二
反 

今
有
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
貞
安
一
反                        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
此
物
免
一
丁
小                                                   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、 

末
延
七
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
貞
弘
三
反
小                                     

* (

国
廳
神
社
カ)* 



3 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、 

上
世
乃
正
木
□
□
小                                               

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
□
□
虫
損 

□
□ 

 
 

 
 

 

、
貞
弘
三
反
小                       

虫
損
〉 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〈
虫
損
分
離
〉 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
仁
王
講
免
一
丁 

 


 

 
 

 
 

 

、
承
兼 

 
 

 
 

 

第
４
紙

  
  
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

、
修
理
免
三
反 

 
 
 

                                           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
日
吉
大
宮
免
五
反                                                

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

継
目
裏
半
花
押 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
、

氏
𠮷
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
末
弘
二
反 

 
 

 
 

第
５
紙

  
  
 
  
  
 
  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
、

水
別
社
仁
王
講
免
三
反 

 
 

 
 

、
有
富                            

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
熊
野
上
分
田
三
反
大 

 
 

 
 

 

、
公
俊                            

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
府
白
山
免
五
反 

 
 

 
 

 
 

 

、
氏
𠮷                            

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
諸
寺
免
一
丁
三
反                                                

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
三
昧
堂
免
二
反    

*

惣
社
三
昧
堂 

 *

広
島
県
史

古
代
中
世
資
料
編
Ⅳ
藤
田
精
一
氏
旧
蔵
文
書(

二
六
〇
頁) 

 
 

 
 

 

一 

六
波
羅
御
教
書 

 
 

 
 

 
 

以
下
三
通
、
東
大
影
寫
本
ニ
ヨ
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

端
裏
書)  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

｢ 

惣
社 

建
治
元
年(

一
二
七
五) 

九
月
十
日 ｣ 

 
 

(

安
南
郡)  

 
 

 
 

 
 

安
藝
國
在
廳
上
西
清
經
幷
惣
社
三
昧
堂
一
和
尚
承
兼
申
、
當
国
溫
科
村
地
頭
代
能
秀
令
押
領
名
田
屋
敷
苅
取
作
毛
由
事
、
重
訴
狀
等
如

此
、
擬
尋
決
之
處
、
令
難
渋
之
間
、
且
置
論
於
中
、
且
以
日 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

敍) 

参
着
到
可
遂
問
注
之
由
、
先
度
加
下
知
畢
、
而
不
仭
用
度
々
帰
國
之
間
、
就
召
文
乍
令
上
洛
、
或 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

非) 

号
地
頭
代

替

或
稱
可
令
和
与
之
由

不
従
催
促
迯
□
条

□
普
通
之
法

所
詮
任
下
知
狀

相
副
兩
方
使
者
苅
置
作
毛
於
中

來
月
十
日
以
前
可
被
催
上
洛

能
秀
過
期
日
者

殊
可
有
其
沙
汰
候

仍
執
達
如
件

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(

北

条
義
宗)  

 
 
 
 
 
 
 
 

建
治
元
年(

一
二
七
五)

九
月
十
日 

 
 

 

左
近
将
監(

花
押) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

美
作
三
郎
殿 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

下
妻
孫
次
郎
殿 

            

、
安
養
寺
七
反                                               

、
五

寺
□
□    
 

*

松
崎
別
宮 (

國
勝
院･

神
前
坊･

神
力
院･

法
寿
坊･

行
専
坊)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
安
芸
府
中
町
史
』
第
一
巻
百
七
十
九
頁 

                                          

虫
損
〉 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〈
虫
損
分
離
〉 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
梶
取
免 

一
丁
二
反
六
十
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
６
紙

 
 
  
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
時
宗
四
反
三
百
歩 

 
 

 
 

 

、
恒
員
四
反                       

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
真
安
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
安
弘
一
反
小                     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
造
府
所
免
二
丁
三
反                                             

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
武
宗
一
丁
八
反 

 
 

 
 

 
 

、
守
弘
五
反                       

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
鍛
冶
免
八
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
清
真                                                

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
狩
飼


免
一
丁
一
反                                           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
水
守
四
反                                                     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
逓
送
田 

五
反
三
百
歩                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
新
勅
旨
田
七
丁
八
反
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
本
勅
旨
田
二
十
丁 
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(

六)  
(

八) 

、
応
輸
田
二
十
七
丁
三
反
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
別
結
解
宮
𠮷
一
丁
八
反
三
百
歩 

 

、
六
斗
二
升
七
合
代 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

諸
カ) 

 
 

 
 

 
(

丁
カ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
別
府
二
十
二
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

虫
損
〉 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〈
虫
損
分
離
〉 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高
清 

『 
 

 
 

孫
三
郎
』(

朱
書)  

、
遠
清
二
反 

 
 

 
 

第

7
紙

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

在
廳
屋
敷
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

有
光 

 
 

*

国
庁
屋
敷(

田
所
屋
敷) 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
、

御
厩
案
主
免
三
反
大 

 
 

 
 

 

、
有
福 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
国
役
人
給
免
十
丁
五
反
三
百
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
紙
免
一
丁
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
有
福
一
丁
、

守
護
押
領 

 
 

 
 

 
 

 

爲
光
三
反
諸
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
湯
屋
免
八
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
得
重
三
反
小
、

地
頭
押
領 

 
 

 

、
弥
吉
三
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
今
富
一
反
小
、

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
国
掌
免
七
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

継
目
裏
半
花
押 

〈
虫
損
分
離
〉 

虫
損
〉 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
法
師
丸
一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
有
光
三
反 

 
 

 
 

 
 

第

8
紙

 
  
 
  

(

諸
カ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
□
寺
社
大
般
若
教
免 

 
 

 
 

 
 

 

有
富 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
御
館
⾧
日
教
免 

一
丁
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
永
慶
六
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
有

六
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
内
侍
免
一
丁
四
反
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
木
子
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
凡
子
三
反
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
石
子
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
三
子
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
光
子
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
舞
人
免
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

、
爲
光
五
反 

、
元
助
行 

 
 

 
 

 

、
清
正
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

マ
マ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
倍
從
免
一
丁
百
十
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〈
虫
損
分
離
〉  

 

虫
損
〉 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

継
目
裏
半
花
押 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
助
門
一
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第

9
紙

 
 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
人
⾧
免
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
助
俊 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
主
典
免
四
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
宗
俊 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
代
官
免
六
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
助
次
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

末
弘
三
反 
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、
勅
使
税
所
勧
新
田
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 

、
員
家 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
公
解
田
六
丁
七
反
六
十
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
弥
富
一
反
六
十
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
貞
重
一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
兼
氏
二
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
員
家
一
丁 

            
 

                      

、
□
□
□
□                        

、
利
兼
□
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
高
宗
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
保
貞
□
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
、

□
重
四
反

今
者

道
祖
房
丸 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
、

府
木
屋
免
六
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
、

御
厩
舎
人
免
近
守
免
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
、

紙
免
一
丁
、

守
護
押
領 

 
 

 
 

 
 

 
  

、
有
富 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
湯
屋
免
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
氏
𠮷
三
反
小 

 
 

 
 

爲
富
三
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
光
正
三
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
馬
木
炭
免
二
丁
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

虫
損
〉 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〈
虫
損
分
離
〉 

第
10

紙

 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二  

三
カ 

 

、
例
代
「
三
町
六
段
」 

 
 

 
 

 
 

二
丁
三
反
半 

 
        

 

                         

、
溫
科
村
六
十
三
町
八
反
小 

 
 

 
 

 
                      

                         

、 

除
不
輸
免
五
十
四
丁
七
反
六
十
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
馬
上
免
四
丁
九
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
村
八
幡
宮
免
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
府
守
免
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
石
屋
寺
免
一
丁
四
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
本
免
一
丁
三
反 

 
 

 

、
下
府
代
佛
供
田
一
反
大
畠
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
中
山
寺
免
二
丁 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
熊
野
御
油
免
一
丁 

 
                              

                        

、
一
御
社
免
十
一
町
八
段 

 
 

 
 

 
*

厳
島
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

継
目
裏
半
花
押 

国
作
所
三
丁
二
反
、

地
頭
押
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
11

紙

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
御
瓦
田
九
反
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
八
斗
代 

四
反
半 

 
 

 
 

 

、
四
斗
代 

四
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
六
斗
代 

一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
松
方
佃
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
成
元
一
丁
九
反
半 

 
 

 
 

 

、
例
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
桓
武
二
反
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
例
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
迩
保
嶋
四
丁
八
反
小
、

地
頭
押
領 

 
 

 

、
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
弥
富
二
反
三
百
歩 

、
地
頭
押
領 

 
 

 
 

、
官
米
五
斗
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
爲
富
七
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
例
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

虫
損
〉 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〈
虫
損
分
離
〉 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
12

紙
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、
延
行
一
丁
七
反 

 
 

 
 

 
 

 

、
爲
守
七
反 

 
 

             

                      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

歩
カ) 

 

、
御
読
経
免
八
丁
一
反
三
百
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
西
入
二
丁
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
弁
西 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
寺
印
一
丁
九
反
小 

 
 

 
 

 

、
厳
印
一
丁
九
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
覚
源
三
反
三
百
歩 

 
 

 
 

 

、
有

一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
、

明
重
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
修
正
大
餅
田
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
、

沼
田
郡
代
酒
希
田
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

継
目
裏
半
花
押 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
造
酒
免
二
反
六
十
歩 

 
 

 
 

、
有
福 

 
 

 
 

 

第
13

紙

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
八
幡
宮
免
三
丁
七
反 

 
 

 
*

松
崎
別
宮  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
            

                      

、
御
供
田
一
丁
七
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
包
恒
三
反
半 

 
 

 
 

 
 

武
宗
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
光
利
一
反 

 
 

 
 

宗
時
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
重
角 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

虫
損
〉 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〈
虫
損
分
離
〉 

〈
第
14
紙
〉 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
大
般
若
教
免
一
丁
八
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
幸
舜
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
、

□
弁
三
反 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
爲
光
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
仁
王
講
免
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
幸
舜 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
諸
社
免
五
丁
七
反
六
十
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
惣
社
免
二
丁
七
反 

 
 

 
*

惣
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
法
花
経
免
九
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
幸
印
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
幸
舜
七
反 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
仁
王
講
免
一
丁
八
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
栄
西
一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
明
円
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
幸
印
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
信
覚
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
角
振
社
免
一
丁
三
反
半 

 
*

角
振
社(

現
在
の
三
翁
社) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
□
□
□
□ 

虫
損 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〈
虫
損
分
離
〉 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
宮
丸
五
反 

元
黒
丸 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

、
末
友
三
反

鶴
王
内
侍

〈
第
15
紙
〉 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
安
弘
三
反 

                        
  

、
有
光
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
御
読
経
免
五
丁
八
反
三
百
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
慶

一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
定
円
五
反 

 
 

 
        

                  

、
仁
増
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
厳
印
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
忠
兼
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
覚
源
六
反
六
十
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
幸
印
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
良
慶
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
朝
覚
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
良
賢
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

八
カ) 
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、
承
仕
□
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
良 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
経
法
五
反 

 
 

継
目
裏
半
花
押

 
 
  

虫
損 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〈
虫
損
分
離
〉 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
(

虫
損) 

 
 

                                
(

第
16
紙) 

                   

、 

有
富
三
百
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
爲
光
一
反
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
友
重
三
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
近
道
一
反
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
、

有
福
七
反
六
十
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
弥
富
一
反
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
清
重
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
清
末
一
反
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
貞
安
一
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
爲
員
六
十
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
近
光
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
往
生
院
免
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

、 

八
幡
宮
免
四
丁
四
反 

 
 

 
*

松
崎
別
宮  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

半
カ)

 10 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
久
武
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
宗
門
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
重
門
一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
慶
得
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
、

末
宗
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
末
員
一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
若
松
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
上
分
田
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
慶
得 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
新
宮
免
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
諸
社
免
四
丁
五
反
三
百
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

別
筆)  

 
 

 
 

 
 

 
継
目
裏
半
花
押 

 

、
惣
社
免
一
丁
五
反 

*

惣
社 

 
 

 
 

 
 

 

、
神
主 

 

□
□ 

 
(

第
17
紙) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
兼
光
カ
」 

、
御
神
楽
免
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
弥
富 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
仁
王
講
免
二
反 

 
 

 
 

 
 

 

、
明
円 

今
上
福 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
御
鏡
田
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
一
楽 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
熊
野
山
御
油
田
六
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

別
筆) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
角
振
社
免
三
反
半 

 
*

角
振
社(

現
在
の
三
翁
社) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
「
兼
守
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
御
供
田
一
反
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
仁
王
講
免
二
反 

 
 

 
 

 
 

、
慶
真 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
安
木
都
彦
社
免
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
椙
樌
社
免
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
日
吉
大
宮
免
一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
男
⾧
社
免
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

三
反
カ) 

、
府
山
王
免
□
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
辻
道
祖
神
免
二
反 

*

辻
道
祖
神 

 
 

 
 

 
 

、
慶
真 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
戸
坂
祖
神
免
一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
府
諸
寺
大
般
若
教
免
一
丁
五
反
、
有
光 
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、
諸
寺
免
五
丁
四
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
五

寺
免
一
丁
一
反 

 
*

松
崎
別
宮 

(

國
勝
院･

神
前
坊･

神
力
院･

法
寿
坊･

行
専
坊) 

『
安
芸
府
中
町
史
』
第
一
巻
百
七
十
九
頁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
下
寺
一
丁
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
光
水
小 

 
 

 
 

 
 

 

、
末
延
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
国
守
六
十
歩 

 
 

 
 

 

、
国
元
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

継
目
裏
半
花
押 

、
今
富
一
反 

 
 

 
 

  
 

 

、
中
太
六
十
歩 

 
 

 
 

 
 

(

第
18
紙) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
有
富
五
反 

 
 

 
 

 
 

、
乃

一
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
有
福
一
反
小
、 

 
 

 
 

、
内
侍
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
例
免
九
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

久
武
六
反 

 
 

 
 

 
 

、
包
黒
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
三
昧
堂
免
一
丁
一
反 

 
 

*
惣
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

反
カ) 

 
 

 
 

 
 

、
覚
源
四
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、


四
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

三
カ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

反 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

、
実
相
寺
免
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
常
行
三
昧
免
二
反 

 
 

 
 

 
 

 

、
⾧
円

今
上
福 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

、
願
福
寺
免
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

、
堂
免
七
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
塔
免
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
御
館
⾧
日
御
読
経
免
一
丁
四
反
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

、
嘉
恵
六
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
鏡
真
六
反               

            

           

、
覚
源
二
反
半 

、
今
者
□
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
正
内
侍
免
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
凡
子
二
反 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
有
光
一
反
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
今
子
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
舞
人
免
一
丁
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
兼
弘
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
高
宗
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
貝
家
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
倍
従
免 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
清
 


放
子
四
反 

 
 

 
 

 
 

 

、
宗
国
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

継
目
裏
半
花
押 

、
宗
門
四
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
安
遠
四
反 

 
 

 
 

 
 

 
(

第
19
紙) 

 

 
 

 
 

 

、
宗
員
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
宗
包
四
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
琴
持
二
反

、
有
福 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
清
重
一
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
代
官
免
六
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
助
延
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
助
光
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
税
所
勧
料
田
一
丁
七
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

五
反
カ) (

虫
損)  

、
遠
清
官
物
勘
料
新
田 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
清
家
納
所
勘
料
田
八
反 
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(

四
カ)  

、
清
遠
雑
物
勘
料
田
□
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 
(

朱
書) 

、
公
解
田
五
丁
九
反
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〻 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

朱
抹
消)  

、
久
武
二
丁
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
兼
弘
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〻
〻
〻
〻 

 
 

 
 

 

、
兼
弘
一
丁

今
者
□
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
清
家
二
反
大
『
自
照
』(

朱
書) 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

、
高
宗
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、


二
反
『
己
斐

』 

 
 

 
 

 
 

 
 

虫
損 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〈
虫
損
分
離
〉 

 
 

 
 

 

、
有
光
六
十
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、 

例
代 

 
 

 
 

 
 

 
(

第
20
紙) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

押
領
カ) 

、
有
富
一
丁
小 

、
守
護 

 
 

 
 

 
 

、
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
近
富
二
反
小 

、
守
護
押
領 

 
 

 
 

 

、
官
米
五
斗
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
今
富
三
反
代 

、
地
頭
押
領 

 
 

 
 

 

、
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
弥
吉
七
反
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
官
米
三
斗
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
氏
吉
一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
官
米
二
斗
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
久
恒
二
反
三
百
歩

、
地
頭
押
領 

 
 

 
 

 
 

 

、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
時
成
一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
□
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
若
松
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
例
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
千
与
延
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
官
米
五
斗
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
法
師
丸
一
丁
三
反
大 

 
 

 
 

 
 

、
例
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

合
代
カ) 

 

、
細
工
所
一
反

、
貞
弘 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
六
斗
五
升
七
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

別
筆)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

継
目
裏
半
花
押 

「
入
广
輸
」
、
諸
社
御
幣
帋
免 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

第
21
紙) 

 
     

(

駅
家
カ) 

 
 

(

丁) 

、
□
□
□ 

二
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
佐
西
駅
家
二
丁
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
新
勅
旨
田
一
丁
九
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十(

丁)

五 

応
輸
田
□
□
□
反
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

〻 
 

〻 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
重 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
六
斗
二
升
七
合
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

、
久
延
六
十
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

、
利
松
六
十
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
吉
松
五
反
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

官
カ) 

、
遠

□
□
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
□
米
三
斗
代 
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、
光
清
一
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
別
符
七
丁
八
反
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
国
作
所
七
丁
六
反
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
御
瓦
一
丁
三
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
一
丁 

 
 

 
 

 

、
六
斗
代
三
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
反 

 
 

 
 

 
 

、
六
斗
五
升
七
合
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

、
成
元
五
丁
八
反
六
十
歩 

 
 

 

、
例
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
千
与
延
二
反 

 
 

 
 

 
 

 

、
官
米
五
斗
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

、
郡
分
八
反
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

、
官
米
四
斗
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

継
目
裏
半
花
押 

(

第
22
紙) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

丁
一
反
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
          

              
 

 
 

 
(

一
カ) 

          

□
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

虫
損) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
一
御
社
免
九
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
*

厳
島
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
御
供
田
七
反 

 
 

 
 

 
 

、
壽
命
丸 

 
 

 
*

厳
島
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
二
季
御
祭
田
二
反

、
若
松 

(

反
カ) *

国
庁
屋
敷(

田
所
屋
敷)･

厳
島
神
社･

惣
社･
松
崎
別
宮･

角
振
社
の
初
申
神
事 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
造
酒
免
一
反 

 
 

 
 

 
 

、
屋
津
代
酒
免
一
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
撰
社
免
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
久
武
公
解
田
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

御
幣
カ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

諸
社 

 
 

帋
免
四
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

丁
カ) 

 

応
輸
田
五
□
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
別
符 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
国
作
所
四
丁
八
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
御
瓦
田
二
丁
七
反 

 
 

、
八
斗
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

反
カ) 

、
松
方
佃
七
□ 

 
 

、
六
斗
五
升
七
合
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
成
元
一
丁
四
反
大 

、
例
代 

 
 

 
 

 
              

 

、
久
武
二
反
大 

 
 

、
例
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

、
佐
西
郡
七
十
四
丁
「
一
反
六
十
歩
」  

 
 

 
 

 
 

 
                 

           

〻 

             
 

除
不
輸
免
六
十
二
丁
四
反
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

継
目
裏
半
花
押 
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、
崇
道
天
皇
免
二
百
卅
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

第
23
紙) 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
一
御
社
免
四
十
二
丁 

 
 

 
 

 
 

*

厳
島
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
御
供
田
一
丁
八
反 

 
 

 
 

 
 

 
*

厳
島
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
福
永
七
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
八
月
中
朔
弊
田 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
松
丸
七
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
九
月
中
朔
弊
田 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
、

国
正
七
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
十
一
月
一
日
田 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
、

爲
則
七
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
十
一
月
中
朔
弊
田 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
御
手
洗
免
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 

、
倉
光

、
元
祝
師 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

、
御
鏡
田
一
丁
七
反 

 
 

 
 

 
 

、
愛
得
内
侍 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
戎
社
免
三
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
竹
林
内
侍 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

爲
カ) 

、
御
散
米
田
五
反 

 
 

 
、

□
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
同
御
供
田
一
丁 

 
 

 

、
爲
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
御
神
楽
免
七
丁
四
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

、
爲
則
一
丁 

 
 

 
 

 

、
行
金
三
丁
九
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
則
末
二
丁
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

            

           

、
造
酒
免
九
反
大 

 
 

 

、
福
永 

、
若
松 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
粥
座
酒
免
五
反 

 
 

 

、
守
行 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
神
力
寺
仏
供
田
五
反 

 

、
有
慶 

 
 

 
*

松
崎
別
宮･ 

神
力
院 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

反
カ) 

、
御
戸
開
免
三
丁
五
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

、
友
久
二
丁 

 
 

 
 

、
光
包
一
丁
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

継
目
裏
半
花
押 

、
外
宮
免 

三
丁
五
反 

 
 

 
 

 
 

*

厳
島
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
第
24
紙) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

、
御
供
田
一
丁

二
季
分 

 
 

 
 

 

、
守
行 

 
*

厳
島
神
社 
 

初
申
神
事 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
御
油
免
一
丁 

 
 

 
 

、
爲
則 

 
*

厳
島
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
御
粥
免
五
反 

 
 

 
 

、
景
宗 

 
 

*

厳
島
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

、
酒
肴
免
一
丁
、

二
季
分 

 
 

 

、
守
行 

 
*

厳
島
神
社 

 

初
申
神
事 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
御
読
経
免
十
二
丁
六
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

一
カ) 

、
承
政
□
丁 

 
 

 
 

 

、
行
重
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
弁
覚
一
丁

今
者
願
力 

 
 

 
 

 

、
貞
雲
一
丁
一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
直
性
一
丁 

 
 

 
 

 

、
宗
海
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
応
兼
一
丁 

 
 

 
 

 

、
俊
兼
一
丁
五
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
仁
僧
七
反 

 
 

 
 

 

、
良
弁
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
幸
尊
一
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
承
仕
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

、
正
珍
五
反 

 
 

 
 

 

、
東
福
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

六
反
大
カ) 

、
廉
海 

 
 

 
 

 
 

 

、
同
西
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
最
勝
講
免
三
丁 

 
 

 

、
貞
包 
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、
南
内
侍
五
反 

 
 

、
爲
則
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
若
狭
尼
七
反 

 
 

、
有
慶
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
弥
陀
内
侍
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

、
惣
社
仁
王
講
免
四
反 

 

、
隆
海 

 
 

 
 

*

惣
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

継
目
裏
半
花
押 

、
五

寺
免
四
丁
九
反
半 

 
 

 
*

松
崎
別
宮 

(

國
勝
院･

神
前
坊･

神
力
院･

法
寿
坊･

行
専
坊) 

 
 

 
(

第
25
紙) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
安
芸
府
中
町
史
』
第
一
巻
百
七
十
九
頁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

一
反
半
カ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
下
地
二
丁 

 
 

 
 

、
例
免
二
丁
八
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
吉
祥
御
願
免
六
反 

 
 

 

、
貞
包 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
信
家
五
反 

 
 

 
 

 
 

、
久
道
二
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
友
久
二
丁 

 
 

 
 

 
、

正
員
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
公
解
田
一
丁
四
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
久
武
一
反 

 
 

 
 

 

、
得
重
六
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
幸
清
七
反
『
己
斐
六
郎
左
衛
門
入
道
』(

朱
書) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

恪
勤
免
カ) 

、
一
宮
神
官 

 
 

 
 

 
 

 
 

*

一
宮
神
官
恪
勤
免
カ 

厳
島
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
久
重
一
丁 

 
 

 
 

 

、
宗
高
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
頼
景
一
丁 

 
 

 
 

 

、
助
成
一
丁

、
元
助
弘 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

、
代
官
免
六
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
包
友
三
反 

 
 

 
 

 

、
光
助
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
国
役
人
給
免
四
反
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
国
掌
免
二
反 

 
 

 
 

 

、
包
友 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
梶
取
免
二
反
大 

 
 

 
 

、
清
真 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
逓
送
田
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

小 

、
応
輸
田
十
二
丁
六
反
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
           

 
 

 
 

 
 

 

〻 

〻 
 

 
 

 
 

 
 

(

黒
合
点)  

、 

別
結
解
「
八
丁
五
反
」 

 
 

 

、
九
丁
五
反
六
十
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

、
利
松
二
丁
三
反
小 

 
 

 
 

、
官
米
五
斗
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

継
目
裏
半
花
押 

、
松
丸
「
八
反
三
百
歩
」 

 
 

、
六
斗
二
升
七
合
代 

 
 

 
 

 
 

(

第
26
紙) 

 

、
福
永
七
反
小 

 
 

 
 

 
 

、
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
福
久
一
反
半 

 
 

 
 

 
 

 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
行
水
「
一
丁
九
反
」

二
丁
一
反
小 

 

、
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

七
カ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

同) 

、
宮
守
 

 
 

 

 
 

 
 

、
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

、
乗
末
六
反 

 
 

 
 

 
 

 

、
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

、
千
同
三
反
三
百
歩 

 
 

 
 

、
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

、
倉
重
「
一
丁
二
反
半
」

、
四
反 

 

、 

官
米
三
斗
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
別
府
「
一
丁
六
反
」

一
丁
二
反
半 
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三 

、
万
力
四
反
半 

 
 

 
 

 
 

、
「
例
代
」
六
斗
二
升
七
合
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〻 

 
 

 
 

六 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
久
武
八
反 

 
 

 
 

 
 

 

、
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〻 

 
 

 
 

 
 

 

、
力
善
一
反 

 
 

 
 

 
 

 

、
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

丸
カ)(

二
反
カ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

、
三
郎
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
「
来
住
一
反
」 

 
 

 
 

 

、
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

、
弥
吉
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
同 

、
郡
分
一
丁
五
反
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
四
斗
代
四
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

、
三
斗
代
一
丁
一
反
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〻 

 
 

 

、
己
斐
村
十
九
町
二
段
六
十
歩 

 
 

 
 

 
                                  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

歩) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

     

、
除
不
輸
免
十
五
町
八
反
百
卅
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
馬
上
免
七
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
新
宮
免
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
衣
波
村
社
免
二
反 

 
 

 
 

 
*

衣
羽
神
社(

衣
羽
明
神) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

継
目
裏
半
花
押 

、
一
宮
御
読
経
免
十
一
丁
七
反
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

第
27
紙) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
弁
慶
二
丁
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
宗
覚
一
丁
五
反 

 
 

 
 

 

、
俊
兼
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

、
清

一
丁 

 
 

 
 

 
 

 

、
永
厳
六
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

一
反
カ) 

、
忠
兼
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 

、
慶
覚
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

、
覚
順
五
反 
 

 
 

 
 

 
 

、
永
慶
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
粥
座
酒
免
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

、
八
幡
宮
免
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
若
松 

 
 

 
 

*

松
崎
別
宮  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
二
季
御
祭
灯
油
免 

、
爲
光
「
今
者 

 
 *

国
庁
屋
敷(

田
所
屋
敷)･

厳
島
神
社･

惣
社･

松
崎
別
宮･

角
振
社
の
初
申
神
事 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

兼
清

」 

 
 

 
 

、
諸
社
御
弊
帋
免 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
同 

「
今
者 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 

」                                              

 
 

 
 

、
三
昧
堂
免
一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
同 

「
今
者 

 
 

 
 

 
 *

惣
社 

三
昧
堂 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 

」                                              



14 

 

        
 

 
 

 
 

 
 

(

大
カ) 

、
公
解
田
一
丁
九
反
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

、
高
清
二
反
大

「
佐
西
孫
三
郎
」
朱
書 

 
 

 
 

 
 

 

、
清
基
一
丁

「
己
斐
六
郎
左
衛
門
入
道
」
朱
書 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

、
歓
喜
丸
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
宗
継
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

、
代
官
免
免
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
清
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

、
国
役
人
給
免
一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〻
〻
〻 

(
朱
抹
消) 

 
 

 
 

、
朱
書

国
掌
免
一
反 

 
 

 
 

 
 

 

、
国
清 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
応
輸
田
三
丁
三
反
三
百
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

二
丁
カ) 

 
 

 

、
官
米
二
斗
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                  

                  
 

 
 

 
 

 
 

 

、 

例
代
一
丁
三
反
三
百
歩 

F 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

マ
マ 

   

、
古
河
村
五
丁
一
反
百
卅
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

、
除
不
輸
免
三
丁
八
反
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

継
目
裏
半
花
押 

、
即
新
宮
馬
上
免 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

第
28
紙) 

 
 

 

 
 

 

、
一
宮
免
二
丁
四
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

*
厳
島
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
御
供
田
七
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

*

厳
島
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

、
包
延
三
反

、
下
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
包
元
四
反

、
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

、
御
読
経
免
一
丁
七
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

、
良
慶
六
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
勝
順
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
俊
兼
一
反 

下
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、 

良
弁
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
五

寺
下
地
一
反
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
*

松
崎
別
宮  (

國
勝
院･

神
前
坊･

神
力
院･

法
寿
坊･

行
専
坊)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
公
解
田
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

別
筆) 

 
 

 
 

 

、
弥
富
二
反

「
今
者
今
富
資
遠
」 

 
 

 

、
得
重
一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

宗
カ) 

 
 

 
 

 

、
造
符
所
免
三
反 

 
 

 
 

、
□
清 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
在
庁
屋
敷
五
反 

 
 

 
 

、
歓
喜
丸 

 
 

 
*

国
庁
屋
敷(

田
所
屋
敷) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

、
八
木
村
八
丁
二
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                              

        

、
除
不
輸
免
七
丁
二
反
六
十
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
崇
道
天
皇
免
六
十
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

即
福
カ) 

 
 

 
 

 

、
馬
上
免
三
反 

 
 

 
 

 

、
□
□
王
寺 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
一
宮
免
四
丁
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

*

厳
島
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
御
供
田
六
反 

 
 

 
 

 
 

、
守
恒 

 
 

 
 

 
*

厳
島
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
          

        

、 

御
読
経
免
一
丁
六
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 

 
 

 
 

  

、
重
尊
七
反 

 
 

 
 

 
 

 

、
俊
兼
四
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



15 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

継
目
裏
半
花
押 

、
静
印
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

第
30
紙) 

 
 

 

 
 

 
 

、
瀧
宮
免
二
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
御
神
楽
免
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
、

仁
王
講
免
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

、
水
分
社
免
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
*

水
分
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
八
幡
宮
免
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
*

松
崎
別
宮  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
即
福
王
子
免
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
感
神
院
社
免
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
国
庁
社
造
立
免
五
反 

 
 

 
 

、
信
家 

 
 

 
 

*

国
庁
屋
敷(

田
所
屋
敷)

の
国
廳
神
社･

槻
瀬
明
神 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
公
解
田
一
丁
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

、
高
静
二
反

「
佐
西
孫
三
郎
」 

 
 

 
 

 
 

、
貞
重
三
反
「
右
近
次
□
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
兼
重
六
反

「
今
者 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

道
祖
房
丸
」 

、
応
輸
田
一
丁
六
十
歩 

 
 

 
 

 
 

 

、
六
斗
二
升
七
合
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、(

朱
書)

「
中
分
以
後
依
不
治
定
丸
依
本
丸
備
進
之
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

緑
井
郷
三
十
四
町
五
段
百
八
十
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

八 
 

 
 

マ
マ 

 

、
除
不
輸
免
二
十
四
丁
七
反
小
卅
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〻 
 

 

〻 

 

、
馬
上
免
二
丁
五
段 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

、
石
屋
寺
二
丁
一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
東
明
寺
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
西
明
寺
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

、
一
御
社
免
十
二
丁
四
反
三
百
歩 

 
 

 
 

*

厳
島
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
御
供
田
五
丁
三
反
三
百
歩 

 
 

 
 

 
 

*

厳
島
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

、
新
御
供
田
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

*

厳
島
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

継
目
裏
半
花
押 

、
御
読
経
免
六
丁
一
反
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

第
30
紙) 

 
 

 

 

、
忠
兼
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
永
秀
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
重
尊
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
信
覚
八
反
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
承
珍
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
朝
覚
五
段 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

、
甚
円
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
隆
覚
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

、
幸
印
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
勢
得
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
覚
雅
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
戎
免
五
反 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
二
季
御
祭
田
四
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

*

国
庁
屋
敷(

田
所
屋
敷)･

厳
島
神
社･

惣
社･

松
崎
別
宮･

角
振
社
の
初
申
神
事 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
八
幡
宮
免
二
丁
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

*

松
崎
別
宮  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
御
神
楽
免
一
丁 
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、
御
供
田
九
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
上
分
田
六
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
、

諸
社
免
三
丁
九
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
惣
社
仁
王
講
免
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
道
舜 

 
 

 
*

惣
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
新
日
𠮷
免
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
感
神
院
社
免
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
日
吉
大
宮
免
六
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
国
庁
社
造
立
社
免
五
反 

 
 

 
 

 
 

 

、
信
家 

 
 

*

国
庁
屋
敷(

田
所
屋
敷)

の
国
廳
神
社･

槻
瀬
明
神 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
華
台
寺
免
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
公
解
田
七
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
宗
継
二
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
歓
喜
丸
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
在
庁
屋
敷
六
反
八
十
歩 

 

、
下
地 

 
 

 
 

 

、
信
覚 

 
 

 
 

 
*

国
庁
屋
敷(

田
所
屋
敷) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
造
符
所
免
一
丁
大 

 
 

 
 

 
 

 

、
宗
清 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

継
目
裏
半
花
押

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七 

、
応
輸
田
「
九
丁
八
反
卅
歩
」

、
九
丁
七
反
小
卅
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

第
31
紙) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〻 
 

 
 

 
  

、
別
結
解

べ
ち
げ
ち
げ

一
丁
八
反
小 

 
 

 
 

 
 

 

、
六
斗
二
升
七
合
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

、
定
順
一
丁
五
反 

 
 

 
 

 
 

、
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

、
則
本
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

、
吉
武
一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
重
武
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
別
符
五
丁
三
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

、
久
武
四
丁
二
反
半 

 

、
例
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
乃
米
田
一
丁
三
百
歩 

、
四
斗
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

マ
マ 

、
郷
分
「
二
丁
六
反
小
卅
歩
」

二
丁
五
反
大
卅
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

〻 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

マ
マ 

 
 

 
 

 

、
官
米
三
斗
代 

 
 

二
丁
三
反
大
卅
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

一 
 

 
 

 
 

 
 

(

黒
合
点) 

、
例
代
「
二
反
大
」

、
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〻 

 

、
杣
村
二
十
五
町
五
段 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                         

    

、
除
不
輸
免
「

、
十
二
丁
六
段
六
十
歩
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
一
宮
免
二
丁
七
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
*

厳
島
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
御
供
田
七
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
*

厳
島
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
散
米
田
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
*

厳
島
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
御
読
経
免
五
反 

 
 

 
 

 

、
覚
俊 

 
*

厳
島
神
社 

                                   

    

、
二
季
御
祭
御
弊
帋
免
五
反 

 

、
有
光 

*

国
庁
屋
敷(

田
所
屋
敷)･

厳
島
神
社･

惣
社･

松
崎
別
宮･

角
振
社
の
初
申
神
事 
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、
八
幡
宮
大
般
若
教
免
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
一
丁
五
反 

、
照
舜
五
反 

、
道
舜
「
今
者 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

隆
□
」 

 

、
即
八
幡
宮
免
六
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

覚
カ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

、
同
新
宮
免
六
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

継
目
裏
半
花
押

 

、
角
振
社
仁
王
講
免
三
反 

 
 

 
 

、
弥
富

、
今
者
今
富
資
遠 

 
 

 *

角
振
社(

現
在
の
三
翁
社) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 (

第

32
紙) 

 
 

 
 

、
諸
寺
勘
新
田
一
丁
小 

 
 

 
 

 

、
弥
富 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

黒
合
点) 

、
公
解
田
三
丁
九
反
大
「

、
四
丁
四
反
大
」

、
四
丁
四
反
大

今
者
今
富 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

〻 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

資
□ 

  
 

 
 

 

、
盛
貞
跡
一
丁 

 
 

 
 

、
宗
継
三
反 

 
 

 
(

遠
カ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
信
覚
四
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

生 

 
 

「
入
广
輸
」
「

、
王
一
丸
一
丁
」 

、
「
乙
一
丸
五
反
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
一
宮
神
官
恪
勤
免 

 
 

 
 

 
 

 
*

一
宮
神
官
恪
勤
免
カ 
厳
島
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
梶
取
免
四
反
六
十
歩 

 

、
安
弘
跡 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
政
所
敷
一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

、
応
輸
田
「
十
二
丁
八
反
三
百
歩
」
「

、
十
二
丁
三
反
三
百
歩
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
別
府
六
丁
七
反
三
百
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
久
知
村
一
丁
四
反
六
十
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
小
乃
原
一
丁
三
反 

 

、
官
米
三
斗
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
即
村
一
反
六
十
歩 

 

、
乃
米
三
斗
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
中
伴
四
丁 

 
 

 
 

、
官
米
五
斗
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
大
墓
村
一
丁
三
反
大 

、
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
本
村
六
丁
一
反 

 
 

、
五
丁
六
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〻 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

朱
筆
抹
消)  

                      

、
官
米
五
斗
代 

一
丁
五
反 

 
 

 

「
三
斗
代
一
丁
二
反
」 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

〻 
 

〻 

〻 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
例
代
四
丁
四
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

、
阿
土
毛
木
村
三
丁
四
反
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

               

      

、
除
不
輸
免
三
丁
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

継
目
裏
半
花
押 

 
 

 

、
一
宮
読
経
免
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
*

厳
島
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

弁
海

「
今
者
弥
富
」(

第
33
紙) 

 
 

 

 
 

 

、
無
量
壽
院
免
一
丁
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
公
解
田
一
丁
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

、
久
武
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
信
家
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



18 

 

 
 

 
 

 
 

、
倍
従
免
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
遠
継 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
応
輸
田
二
反
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
三
斗
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
、

飯
室
村
三
丁
二
反
三
百
歩 

 
 

 
 

                                             

   

、 
除
不
輸
免
一
丁
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

、
五

寺
免
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
*

松
崎
別
宮 (

國
勝
院･

神
前
坊･

神
力
院･

法
寿
坊･

行
専
坊)

『
安
芸
府
中
町
史
』
第
一
巻
百
七
十
九
頁 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
主
典
免
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
宗
俊 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
応
輸
田
一
丁
九
反
三
百
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
例
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
同
久
武
三
丁
五
反
百
八
十
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                         

、
除
不
輸
免
三
丁
百
卅
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
五

寺
免
二
反 

 
 

 
*

松
崎
別
宮 (

國
勝
院･

神
前
坊･

神
力
院･

法
寿
坊･

行
専
坊) 

『
安
芸
府
中
町
史
』
第
一
巻
百
七

十
九
頁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
八
幡
無
量
壽
院
免
一
丁
三
反
百
卅
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
久
武
公
解
田
一
丁
五
反 

 
 

 
                                           

、
応
輸
田
五
反
六
十
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
例
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

、
東
原
村
七
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        
、

例
代 

 
 

 
                                             

     

、
細
野
村
三
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
例
代                       

    

、
久
村
六
丁
百
八
十
歩 

 
 

 
 

                                                

     

、
除
不
輸
免
三
丁
七
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
継
目
裏
半
花
押 

、
即
新
宮
馬
上
免
六
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
第
34
紙) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
一
宮
読
経
免
八
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
幸
印 

 
 

 
*

厳
島
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
惣
社
免
一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
*

惣
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
幸
印
仁
王
講
免
一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
角
振
社
仁
王
講
免
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
秦
覚
跡 

 
 

*

角
振
社(

現
在
の
三
翁
社) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
公
解
田

く
げ
で
ん

一
丁
四
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
弥
富 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
得
重
四
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
在
庁
屋
敷
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
歓
喜
丸 

 
*

国
庁
屋
敷(

田
所
屋
敷) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
応
輸
田
二
丁
三
反
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
例
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
祢
村

そ
ま
む
ら

七
丁
七
反 

 
 

 
 

 
 

                                           
 

、
除
不
輸
免
五
丁
七
反                                                          

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〻
〻 

、
一
宮
読
経
免
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
寶
賢 

 
 

*

厳
島
神
社 

 
 

 
            

、
八
幡
宮
大
般
若
教
免
一
丁
九
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
*

松
崎
別
宮  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
詮
円
一
丁

今
者

舜
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
恵
性
五
反

「
今
者

浄
円
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

、
行
海
一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
栄
親
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

、
日
吉
大
宮
免
七
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
□
光 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

智
カ) 

、
正
内
侍
免
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
       

 
 

  (

黒
・
朱
合
点) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  (

黒
・
朱
合
点) 
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「
入
广
輸
」
「

、
代
官
免
二
反
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
、

利
包
跡
」 

 
              

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

 
 

 
 

、
公
解
田
一
丁
九
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
(

黒
・
朱
合
点) 

 

、
同
兼
弘
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
例
代

れ
い
だ
い 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

継
目
裏
半
花
押 

、
応
輸
田
二
丁
七
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
例
代 

 
 

 
(

第
35
紙) 

 
 

 
 

、
佐
々
井
村
七
丁
二
百
卅
歩 

 
 

 
 

 
                                               

 
 

 
 

、
除
不
輸
免
「
六
丁
五
反
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
六
丁
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
即
新
宮
免
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

、
一
宮
免
二
丁
七
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

*

厳
島
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

、
八
月
一
日
御
供
田
一
丁
一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
山
王
社
免
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
*

角
振
社(

三
翁
社) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
御
神
楽
免
六
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
惣
社
仁
王
講
免･

一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
行
西 

 
 

*

惣
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
瀧
蔵
寺
免
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

、
弥
富                         

          

、
舞
人
免
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
有
光 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
調
所
勘
料
田 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
朝
資
跡 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
左
方
税
所
勘
料
田
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
遠
宗

「
、
今
者
得
重
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

黒
・
朱
合
点) 

「
、

入
广
輸

、
在
庁
屋
敷
一
丁
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
王
一
丸 

 
 

 
*
国
庁
屋
敷(

田
所
屋
敷) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

、
応
輸
田
五
反
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

官
米
三
斗
代
八
反
代 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〻 

、
三
斗
代
七
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

石
カ) 

 

〻
〻 

〻
〻
〻 

□
浦
村
四
丁
五
反
百
八
十
歩 

                                                    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

、
即
新
宮
免
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

、
一
御
社
免
二
丁
二
反 

        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
               *

厳
島
神
社                

継
目
裏
半
花
押 

   

、
御
供
田
一
丁
二
反 

 
 

 
 

*

厳
島
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

第
36
紙) 

 
 

 

、
御
神
楽
免
一
丁 

 
 

 
 

 
 

*

厳
島
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
応
輸
田
一
丁
三
反
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
三
斗
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
苅
田
郷
四
丁
一
反
二
百
卅
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                               

          

、
除
不
輸
免
二
丁
一
反
六
十
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
崇
道
天
皇
免
六
十
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
八
幡
宮
御
神
楽
免
一
丁 

 
 

 
 

 
*

松
崎
別
宮  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
五

寺
免
一
丁
一
反 

 
 

 
 

 
 

*

松
崎
別
宮 (

國
勝
院･

神
前
坊･

神
力
院･

法
寿
坊･

行
専
坊) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
応
輸
田
二
丁
百
八
十
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
例
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

、
同
久
武
村
五
丁
六
反 
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、
除
不
輸
免
二
丁
六
反
小
卅
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

廿
歩 

、
八
幡
宮
免
一
丁
五
反
小
四
十
歩 

 
 

 
*

松
崎
別
宮  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〻
〻
〻 

、
御
神
楽
免
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

、
無
量
壽
院
免
六
反
百
四
十
歩 

 
 

 
 

*

無
量
壽
院
薬
王
寺 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
五

寺
下
地
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

*

松
崎
別
宮 (

國
勝
院･

神
前
坊･

神
力
院･

法
寿
坊･

行
専
坊)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
久
武
公
解
田
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
百
廿
歩 

 
 

 
 

、
応
輸
田
二
丁
九
反
半
卅
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〻
〻
〻 

 
 

 
 

 
 

、
官
米
五
斗
代
七
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
百
廿
歩 

 
 

 
 

 
 

、
例
代
二
丁
二
反
半
卅
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〻
〻
〻 

継
目
裏
半
花
押 

、
弥
次
村
五
丁
百
廿
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
第
37
紙) 

 
 

 
     

          

、
除
不
輸
免
四
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
税
所
勧
料
田
二
反
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
清
遠 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
御
厩
案
主
免
一
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
有
福 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

、
応
輸
田
四
丁
六
反
小 

 
 

 
 

 
 

 

、
官
米
五
斗
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
粟
屋
郷
十
八
丁
一
反
三
百
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                 

         

、
除
不
輸
免
二
丁
七
反
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
五

寺
例
免
五
反 

 
 

 
 

 
 

*

松
崎
別
宮 (

國
勝
院･

神
前
坊･

神
力
院･

法
寿
坊･

行
専
坊)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
倍
従
免
二
反
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
今
富 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
久
武
公
解
田
二
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

、
応
輸
田
十
五
町
四
反
六
十
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
葉
本
村
二
丁
四
反
小 

 
 

 
 

 
 

、
官
米
五
斗
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
郷
分
十
二
丁
九
反
三
百
歩 

 
 

 
 

、
例
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
⾧
田
久
武
三
百
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                 

          

、
除
不
輸
免
六
反
三
百
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
五

寺
例
免
一
反
三
百
歩 

 
 

*

松
崎
別
宮 (

國
勝
院･

神
前
坊･

神
力
院･

法
寿
坊･

行
専
坊)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
久
武
公
解
田
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

継
目
裏
半
花
押 

(

朱
筆) 

「
東
寺
勧
学
院
管
領
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

第
38
紙) 

(

黒
・
朱
合
点) 

被
庄
号
之
間
除
今
度
文
書
了 

、
三
田
郷
九
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〻
〻
〻 
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、
除
不
輸
免
五
丁
五
反
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
崇
道
天
皇
免
百
八
十
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
八
幡
宮
御
神
楽
免
一
丁
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
*

松
崎
別
宮  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
角
振
社
御
供
田
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
有
福 

 
 

*

角
振
社(

現
在
の
三
翁
社) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
鎌
倉
寺
免
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
倍
従
免
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
弘
真 

 
 

 
                      

   

、
公
解
田
三
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
久
武
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
助
包
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
貞
助
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
応
輸
田
三
丁
四
反
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

、
乃
米
五
斗
代
六
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

、
乃
米
三
斗
代
二
丁
八
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

三
田 

 

、
同
小
越
村
二
丁
一
反
小 

 
 

 
 

 
                                        

 
 

〻 

 
 

 
 

、
除
不
輸
免
二
丁
一
反
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
実
相
寺
馬
上
免
一
反
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
同
例
免
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
鎌
倉
寺
免
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

継
目
裏
半
花
押 

 
 

 
 

 

、
惣
社
仁
王
講
免
一
丁 

 
 

 
*

惣
社 

 
 

 
 

 

観
念
跡 

 
 

 
 

 
(

第
39
紙) 

  

三
田 

、
同
久
武
二
丁
二
百
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

           

 

〻 

 
 

 
 

 

、
除
八
幡
宮
無
量
壽
院
免
一
丁
六
反
三
百
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
応
輸
田
四
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
五
斗
代
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
例
代
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
志
道
村
六
丁
六
反
大 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

、
除
不
輸
免
二
丁
四
反
三
百
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
八
幡
宮
免
一
丁
一
反
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
智
保 

 
 

*

松
崎
別
宮  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

、
府
守
社
免
一
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
今
富 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
瀧
蔵
寺
免
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
弥
富 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

、
吉
祥
御
願
免
六
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
友
宗
三
反 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
宗
重
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
代
官
免
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
包
恒 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
応
輸
田
四
丁
一
反
三
百
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
五
斗
代
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
四
斗
代
一
丁
一
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
例
代
二
丁
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
加
畑
七
反
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



22 

 

、
河
戸
村
二
分
方
八
丁
七
反
大
卅
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
平
田
押
領
一
丁
一
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〻 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

継
目
裏
半
花
押

 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

、
除
不
輸
免
「
三
丁
七
反
」

、
三
丁
七
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

第
40
紙) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

二 
 

七 

、
公
解
田 

「
三
丁
二
反
」

、
三
丁
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

生 
 

生 

、
今
富 

 
 

一
丁
五
反 

「
今
者

弥
富
」 

 
 

 
 

 

、
遠
継
七
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
信
覚
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
「
孫
一
丸
五
反

入
广
輸
」
孫
一
丸
五
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

生 

、
清
書
免
四
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
良
高 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
応
輸
田
二
丁
九
反
小
卅
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 
 

九 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
官
米
五
斗
代
七
反 

 
 

 
 

 
 

、
同
三
斗
代
九
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

、
三
斗
代
「
一
丁
三
反
小
卅
歩
」 

 

、
一
丁
三
反
小
卅
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
(

朱
書) 

「
中
分
以
後
依
不
治
定
丸
以
本
丸
令
備
進
之
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
同
村
一
分
方
四
丁
二
反
半
廿
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
平
田
押
領
一
丁
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
除
不
輸
免
一
丁
一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
公
解
田
九
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
今
富
五
反

、
今
者

、
弥
富 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
遠
継
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

、
信
覚
一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

、
清
書
免
一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
良
高 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

、
国
掌
免
一
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
重
近
跡 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
応
輸
田
二
丁
三
百
廿
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
官
米
五
斗
代
三
反
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同
三
斗
代
四
反
廿
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
三
斗
代
一
丁
三
反
半 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

嚴
島
カ) (

朱
書)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

継
目
裏
半
花
押 

、
「 

 
 

管
領
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

第
41
紙) 

 
 

 
 

 
 

 
 

井
原
村
十
六
町
三
反
大 

爲
一
宮
御
領
之
間
於
今
度
者
除
上
覧
文
書
了 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

、
、

除
不
輸
免
三
丁
四
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
即
新
宮
免
一
丁
七
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
一
宮
神
官
恪
勤
免
一
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
友
宗 

 
 

 
*

厳
島
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
角
振
社
御
祭
田
七
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

*

角
振
社(

現
在
の
三
翁
社) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
応
輸
田
十
二
丁
九
反
大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
三
斗
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

右
太
畧
注
進
如
件 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

十
二
月 

 

日 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

大
判
官
代(

花
押) 
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第
一
七
節 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

資
俊
カ)  

広
島
県
重
要
文
化
財
紙
本
墨
書
田
所
文
書
沙
弥
譲
状
一
巻 

正
応
二
年(

一
二
八
九)

正
月
廿
三
日 

(

田
所
恒
之
輔
氏
所
蔵) 

文
書
の
幅
二
八

長
さ
一
二

 

[

指
定
理
由
の
二]

沙
弥
譲
状
奥
書
の
あ
る
一
巻
は
、
國
衙
に
お
け
る
船
所
、
惣
統
諸
職
以
下
の
田
所
氏
に

世
襲
さ
れ
る
も
の
の
得
分
、
府
中(

矢
賀
を
含
む)

、
船
越
村
、
原
郷
、
三
田
郷
、
溫
科
村
そ
の
他
に
散
在

す
る
数
十
町
歩
の
私
有
地
、
数
十
人
に
及
ぶ
所
従
な
ど
田
所
氏
の
財
産
を
書
き
上
げ
た
注
文
で
あ
る
。
在

庁
官
人
田
所
氏
の
豪
族
的
性
格
の
具
体
相
を
窮
知
す
べ
き
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。･

･･

こ
の
注
文
の

奥
書
の
正
応
二
年(

一
二
八
九)
作
成
の
も
の
と
だ
ん
ず
る
に
は
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
り
、
成
立
は
こ
の

年
記
よ
よ
り
も
数
十
年
古
い
と
推
定
さ
れ
る
節
が
あ
る
。(

広
島
県
文
化
財
保
護
委
員
会) 

 

田
所
沙
弥
譲
状(

前
欠)

一
巻 

田
所
恒
之
輔
氏
蔵 

正
応
二
年(

一
二
八
九) 

平
成
元
年
度(

一
九
八
九) 

ひ
ろ
が
る
田
所
文
書
の
世
界 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

編
集
発
行 

府
中
町
歴
史
民
俗
資
料
館
三
九
頁

五
五
頁 

 
  

内
容 

こ
れ
を
譲
渡
す
る
た
め
作
成
さ
れ
た
も
の(

譲
状)

と
み
る
か
、
後
生
の
た
め
に
所
領
を
書
き
留
め
た
も
の(

所
領

目
録･

置
文

お
き
ぶ
み)

と
み
る
か
は
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
鎌
倉
末
期
の
田
所
氏
の
所
領
が
網
羅
さ
れ

て
い
る
と
見
て
よ
い
。
こ
の
時
期
の
、
有
力
在
庁
官
人
の
所
領
の
全
容
が
わ
か
る
も
の
は
外
に
は
な
く
、
そ
の
意
味

で
ま
こ
と
に
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。 

作
成
者 

こ
の
文
章
を
作
成
し
た
沙
弥
と
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
四
紙
に
貼
ら
れ
た
安
政
五
年(

一
八
五
八)
の
付
紙
は
、

そ
の
部
分
の
本
文
の｢

祖
父
兼
資｣

と
い
う
記
事
か
ら
遠
兼
と
し
て
い
る
。 

正
確
な
家
系
図
と
し
て
『
明
治
五
年
七
月
三
日
、
明
治
八
年
三
月
十
二
日
、
明
治
九
年
二
月
二
十
二
日
差
出
扣

ひ
か
え･

田
所
累
系
』
が
あ
る
。
令
和
五
年
十
一
月
三
日
田
所
明
神
社 

元
陸
上
自
衛
隊
レ
ン
ジ

教
官 

田
所
恒
之
輔

記
す
。 

 (

即
カ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

諸
カ) 

＊
□
神
事
勤
仕
頭
人
ら
の
□
役
の
事 

一
宮
二
季

二
月

十
一
月
御
祭
鎮
祭
一
夜
□
⾧
比
物

進
魚
類 

 
 

 
 

 
 

 
*

厳
島
神
社
初
申
神
事 

酒
二
瓶
等
事 

 
 

 
 

 
 

 
(

五
カ)  

八
幡
宮
二
季

四
月

九
月
御
祭
の
役
人
は
季
別
に
六
人
、
お
の
お
の
精
進 

 
 

 
*

松
崎
別
宮 

 

二
種
清
酒
一
垂
腹

三
升

納
む
送
り
遣
わ
す
事
宛
事

頭
人
交
名

と
う
に
ん
の
き

う
み

う(

25)

神
事
参
勤
事
の
時 

そ
の
隠
れ
な
き
に
よ
り
、
こ
れ
を
略
し
了 お

わ
ん
ぬ 

同
じ
く
臨
時
御
祭
の
役
人

本
主
時
宗
今
は
下
司
こ
れ
を
勤
む 

 
 

 
 

二
種
清
酒
三
升
、
も

て
同
前
な
り 

[ 

]
用
途
を
請
取
り
そ
の
沙
汰
を
致
す
も
の
な
り 
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同
御
社
四
季

春
夏
秋
冬

御
神
楽
役
人
季
別 

五
人
[ 

] 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
種･

清
酒 

 
 

 
 

*

松
崎
別
宮 

 

  
 

 
 

 

一
垂
腹
三
升
を
納
む
充
の
事 

(

横
書)

 
正
月
修
正

し

し

う(

26)

斗
餅
一
枚 

 
 

 

角
振
社
二
季

二
月

十
一
月
御
祭
の
役
人 

[ 

]
太
夫
清(

遠
カ)

の
後
家 

饗
膳
[ 

 

] 

進 ま
い

ら
す
事 

 
*

角
振
社(

現
在
の
三
翁
社) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

[ 

]
平
太
夫
遠
門 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

自
[ 

 
 

 
 

 
 

 

]
御
神
事
[ 

虫
損 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〈
虫
損
分
離
〉 

(

第
二
紙) 

 
 

 
 

(

宮
カ) 

造
[ 

 
 

 
 

 
 

 

]
伊
勢
大
神
□ 

以
下
臨
時
段
米
徴
下
の
料
田
を
作
り
進 ま

い

ら
す
筆
功
の
得
分
の
事

子
細
は
か
の
色
々
沙
汰
の 

具
書
ら
に
具
な
る
も
の
な
り 

諸
人
、
免
田
畠
を
申
し
立
つ
る
の
時
、
勘
料
を
弁

わ
き
ま

う
事
は
か
の
色
々
沙
汰
の

子
細
は
進
物
状
ら
に
見
ゆ 

同
免
田
畠
の
在
所
の
出
入
り
の
勘
定
の
得
分
の
事

子
細
は
あ
る
い
は
解
文

げ
ぶ
み(

27) ･

書
状
ら
に
分
明
な
り 

一
宮
御
読
経
衆
・
不
常
住
供
僧
ら
御
初
任
の
時
、
勘
料
を
弁

わ
き
ま

う
、 

 
 

 
 

 
*

厳
島
神
社 

そ
の
内
一
町
分
切
り
止
む
る
事

子
細
は
代
々
任
々
の
次
第
沙
汰
の
状
ら
に
明
白
な
る
も
の
な
り 

勧
農
の
時
、
一
[ 

 
 

 
 

 
 

]
府
中･

溫
科
、
供 ぐ

僧 そ
う(

28)

[ 
 

]
下
書
生

し

し

う(

29)

以
下
の 

国 く
に

役
人

や
く
に
ん(

30)

ま
で
、
佐
乃･

八
幡･

戸
坂･

江
田･

牛
田･

原
郷
お
よ
び
内 

部
[ 

 
 

 
 

 
 

]
宿
所
懸
け
具 ぐ

し
[ 

 

]
を
催
し
勤
め
し
め
[ 

 

]
事 

国
宣

こ
く
せ
ん(

31)

に
よ
り
参
路
の
時
、
[ 

 
 

 
 

 
 

] 

く
だ
ん
の
条
、
在
庁
な
ら
び
に
諸
供
僧･

郷
々
公
文
ら
下
書
生
以
下 

諸
国
役
人
ら
、
さ
き
ざ
き
皆
も

て
そ
の
沙
汰
を
致
し
畢 お

わ

ん
ぬ
、
し
か
る
に
近
年
事
を 

世
間
不
堪

ふ
か
ん(

32)

に
寄
せ
沙
汰
せ
ざ
る
の
条
、
そ
の
謂 い

わ
れ
な
き
も
の
や 

 

一
、
船
所

ふ
ね
ど
こ
ろ

の
惣 そ

う

税
所

さ
い
し

職 し
き

得
分
の
事 

当
浦
の
入
米
[ 

 
 

勧
農
田
の
夫
役
、
梶
取) (

33) 

[ 
 

]
[ 

 

]
田
所
職
の
免
田
に
就
き
[ 

 

]
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

そ
の
沙
汰
を
致
す
の
上
は
、
二
重
の
□
□
た
る
べ
し 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

各
別
の
時
は
別
の
子
細
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り 

歳
末
の
節
料
な
ら
び
に
連
々
の
御
采
役) 

(
34
)
勤
仕
せ
し
む
る
の
事 

子
細
同
前 

諸
運
上
物
の
雑
用
の
欠
物(

懸
物
か)

の
事 

但
し
近
年
は
無
沙
汰
の
条
、
そ
の
謂
わ
れ
な
き
も
の
な
り 

 

一
、
安
南
郡
並
び
に
原
郷
の
散
在
の
造
府

ぞ
う
ふ

所 し

(

35)

領
の
公
文

く
も
ん

名
主

み

う
し

両
職
兼
帯
の
得
分
の
事 

 

作
田
段
別
の
単
乃
米

ひ
と
え
の
う
ま
い

一
斗
三
升

公
物

く
も
つ

の
単
乃
米

ひ
と
え
の
う
ま
い

三
斗
九
升
の
外
な
り 

 
 

秋
畠
の
地
子
大
豆
段
別
単
に
六
升
六
合

同
じ
く
一
斗
五
升
の
外 

□
畠
[ 

 
 

 
 

 
 

]
三
升
六
合

同
じ
く
一
斗
二
升
の
外 

[ 
 

 
 

 
 

 

]
役
の
事 

 
 

栗
林
地
子
の
搗 か

ち

[
栗 く

り 
 

 
 

 
 

]
五
合
[ 

 
 

 
 

 
 

]
定
五
合

不
成
の
年
は
五
升
の
ほ
か 

屋
敷
壹
所

阿
奈(

村
カ) 

に
在
り
、
[ 

 
 

 

]
は
見
作
に
よ
る
べ
し
、 
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自
作
せ
し
む
る
や
否
や
は
即

す
な
わ

ち
進
止
な
り 

散
在
名
田
畠･

栗
林
ら
は
古
帳
に
任
せ
、
別
紙
を
も

て
こ
れ
を
注
す
べ
き
も
の
な
り 

京
上
の
時
、
百
姓
人
別
に
草
手
銭(

36)

百
文
充
こ
れ
を
弁(

わ
き
ま)

う
事 

 
 

 
 

歳
末
の
節
料
、
百
姓
人
別
に
炭
二
充
弁
進
の
事 

村
人
ら
、
官
位
の
時
、
任
料
を
弁(

わ
き
ま)

う
事 

一
、
惣
社
二
季

春
夏
の
御
神
楽
料
の
田
畠･

栗
林
免
の
事 

田
二
町
五
反
[ 

 
]

[ 
 

]
五
反
は
図
免(

37)

と
し
て
、
造
[ 

 

] 
 

 
 

 
 

 
 

*

惣
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

浮
免(
38)

[ 
 

]
に
引
き
募
る

)

[ 
 

] 

 
 

 
 

 
 

[
瀬
村
] 

[ 
 

]
反

黒
[ 

 

] 

 

麦
畠
八
反

安
[ 

 

] 

し
か
る
に
地
頭(

押
領) 

[ 
 

] 

 
 

栗
林
二
丁
の
内

黒
瀬
村
五
反 

杣
村
一
丁
五
反 

一
、
同
社
四
季
仁
王
講(

39)

畠
、
夏
秋
お
の
お
の
一
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
*

惣
社 

く
だ
ん
の
免
畠
は
、
刑
部
阿
闍
梨
嘉
憲
、
田
所
代
と
し
て
田
と
い
い
、
秋 

 

畠･

麦
畠
と
い
い
、
十
余
町
の
免
を
申
し
立
て
ら
る
の
間
、
正
員
た
る
に
よ
り
、
こ
の
お
の
お
の 

 

一
丁
ば
か
り
を
田
所
得
分
に
立
用
せ
し
め
、
こ
れ
を
割
分
す
る
も
の
な
り 

一
、
[ 

 

]
社
御
修
理
以
下
、
諸
□
□
神
主
職
[ 

 

く
だ
ん
の
職
は
別
の
得
分
な
し
、
[ 

 

]
よ
り
、
御
[ 

 

]
と
し
て
[ 

 

一
、
天
台
末
五

寺
公
文
職
の
得
分
の
事 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
*

松
崎
別
宮 (

國
勝
院･

神
前
坊･
神
力
院･

法
寿
坊･

行
専
坊)

公
文
軄 

給
田
壱
町

国
司
御
寄
進
の
浮
免
十
一
丁
三
百
歩
の
内
な
り
、
但
し
寺
家
若
し
[ 

 

] 
 

 
 

 
 

 
 

乱
せ
ば
[ 

 

]
内
の
由
、
問
答
せ
し
む
べ
き
も
の
な
り 

 
 

  

秋
畠
給
免
壹
町

[ 
 

]
下
地
の
公
物
徴
下
の
[ 

 

] 

壱
口
三
升
を
加
え
定
む
る
な
り 

 

[ 
 歳

末
節

[ 
 

]
料
[ 

 

名
田
畠
ら
は
後
段
に
[ 

 

[ 
 

 

代
官
を
副
え
奉
行
せ
し
む
る
も
の
な
り 

一
、
所
々
散
在
の
名
田
畠 

   
 

[ 

古
河
村
田
畠
九
反
[ 

 
 

一
所
田
七
反

所
当
は
段
別
単
乃
米 

 
 

今
原 

 
 

 
 

 
 

五
斗
二
升
代 

く
だ
ん
の
名
田
は
飯
田
三
郎
入
道
寂
願

俗
名

頼
⾧
伝
領
の 

 

間
、
下
作
職

げ
さ
く
し
き(

40)

を
福
光
四
郎
兵
衛
尉
為
時
に
沽
却

こ
き

く
せ
し
む
る
と
い
え
ど
も 

 

年
来
所
領
た
る
に
よ
り
、
な
お
も

て
弥
富
名
の
内
と
し
て
、 

国
検

こ

け
ん(

41)

の
時
、
□
田
の
残
り
は
進
止
せ
し
め
[ 
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一
所
田
畠
二
反

作
[ 

 

]
安
道
地
子
[ 

 

] 

友
[ 

 

八
木
村
畠
二
反

子
細
同
前 

作
人
不
定 

 
 

 
安
南
郡
田
畠 

 
 

 
 

田 

 
 

 
 

畠 

戸
坂
村
田
畠
一
丁
七
反
六
十
歩 

 
 

田
一
丁
五
反
六
十
歩 

 
 

畠
[ 

 

]
反 

[ 
 

 
 

]
下
作
人 
＜
友
近
＞ 

一
所
畠
二
反 

 

下
作
人
[ 

] 

 
 

 
 

 
 

 

く
だ
ん
の
二
カ
所
の
子
細
は
本
主
南
次
郎
大
夫
則
助 

 
 

 
 

な
ら
び
に
安
南
郡
公
文
信
政
の
去
状

さ
り
じ

う(
48)

に
見
ゆ
、
は
た
ま
た
國
衙
の
外
題 

 
 

 
 

分
明
な
り
、
し
か
る
に
今
、
所
当
の
下
作
人
丸
子
細
知
ら
ず
、
私
領
た
る
の 

 
 

 
 

由
、
存
知
せ
し
む
る
か
、
し
か
れ
ば
所
詮
他
人
に
充あ

て
行
う
べ
き
も
の
な
り 

 
 

 
 

一
所
田
小 

 
 

 
 

大
木
下
[ 

 
 

 
 

 
 

 

一
所
田
二
反
小
[ 

 
 

 
 

 
 

 

一
所
田
一
丁
[ 

 
 

 

く
だ
ん
の
田
、
子
細
は
留
守
所
下
文

く
だ
し
ぶ
み(

49)

に
見
ゆ 

 
 

 

江
田
村 

 
 

 
 

 

田 
 

 
 

 

畠 

 
 

一
所
畠
二
反 

 
 

 
 

 
 

 

高
井 

 

作
人
不
定 

 
 

 
 

 
 

 

一
所
畠
二
反
小 

 
 

 
 

 
 

永
井 

 

本
作
人
、

性
忍
房 

 
 

 
 

 
 

 

一
所
畠
四
反
□ 

 
 

 
 

同 
 

 
 

作
人
[ 

 

] 

一
所
畠
三
反 

 
 

 
 

 
 

 

同 
 

 
 

 

久
富
作 

 
 

 
 

 
 

 

一
所
畠
一
反
半 

 
 

 
 

 
 

同 
 

 

国
元
作

永
束
畠 

 
 

 
 

 
 

 

一
所
田
畠
一
反
大
の
内

田
大
、
畠
一
反 

中
州

作
人
不
定

即
ち
進
止
な
り 

 

一
所
畠
二
反
小 

藤
三
入
道
作 

一
所
畠
二
反
[ 

 
 

 

]
御
房
作 

 
 

 
 

 
 

 

一
所
田
畠
[ 

 
 

 

く
だ
ん
の
畠
は
、
福
原
兵
衛
入
道
了
西

俗
名

親
宗
こ
れ
を
伝
領
す

、 

 
 

 
 

 
 

 
 

し
か
る
に
守
護
押
領
の
上
は
、
訴
訟
を
経
、
領
知
せ
ら
る
か
、 

し
か
ら
ざ
れ
ば
、
そ
の
用
途
を
沙
汰
し 

上(

た
て
ま
つ
る)

べ
き
の
と
こ
ろ
、 

一
向
そ
の
儀
な
き
に
よ
り
、
事
の
由
を
訴
え
申
し
、 

御
下
知
を
蒙
り
畢 お

わ

ん
ぬ
、
お
よ
そ
子
細
に
及
ば
ざ
る
か 

 
 

 
 

 
 

 

一
所
田
三
百
歩

子
細
南
一
門
、
小
乃
如
二
郎
の
状
[ 

 

]
に
見
ゆ 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
所
田
[ 

 
 

 

] 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
本 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
所
田
三
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

柳
原 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
所
田
四
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

青
行 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
所
田
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 
 

 
 

 

牛
田
村
田
畠 

 

畠 
 

 
 

 
 

田 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
所
田
三
反 

 
 

 
 

 
 

 

永
[ 

」 
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一
所
畠
五
反 

同 
 

 
 

 
 

[ 
 

]
重
[ 

] 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
所
畠
二
反 

 
 

 
 

 
 

 

佐
[ 

 

] 

 
 

 
 

  

府
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

田 

 
 

 

畠 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
一
所
畠
二
反 

 
 

 
 

 
 

矢
加
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

く
だ
ん
の
畠
は
、
造
府
所
公
文
[ 

 

]
仍 よ

て
京
都
堀 

 

河
⾧
次
郎
末
[ 

 

]
、
祖
父
知
音
た
る
の
間
[ 

国
下
向
の
時
、
船
津
た
る
に
よ
り
所
望
の
間
[ 

 

こ
れ
を
預
け
畢(
お
わ)
ん
ぬ
、
し
か
る
に
所
従
助
正
の
父
為
政
に
こ
れ
を
沽
却
せ
し
む
、 

こ
の
条
、
そ
の
謂 い

わ

れ
な
し
と
い
え
ど
も
、
為
政
、
同
母
白

い
わ
く 

河
尼
と
い
い
同
妹
松
女 

在
庁

ざ
い
ち

う

政
所

ま
ん
ど
こ
ろ(

50)

清
家
の
母
と
い
い
、
召 め

し
仕 つ

か

う
の
間
、
即
ち 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

給
恩
に
充 あ

て

給
う
も
の
な
り
、
か
れ
ら
死
去
の
後
は
、 

 
 

 
 

 
 

 

地
子
を
収
納
せ
し
む
る
[ 

 

]
、
引
付

ひ
き
つ
け(

51)
に
見
ゆ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
所
田
畠
六
反

[ 
 

]
西
大
道
は
、
西
[ 

 

]
海
辺
に
至
る 

 
早
馬
立 

 
 

 
 

 
 

 

く
だ
ん
の
所
は
、
本
主
は
在
庁
弘
助
な
り
、
し
か
る
に
國
衙 

 
 

 
 

 
 

 

供
僧
西
常
房
永
西
、
弘
助
の
手
よ
り
伝
領
の 

 
 

 
 

 
 

 

後
、
所
従
則
延
法
師
の
父
近
延

源
三
郎
の

祖
父
伝 

領
せ
し
む
る
も
の
な
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
所
田
二
反

[ 
 

]
道
祖
神
[ 

 

]
早
馬
立 

 
 

 

く
だ
ん
の
田
地
は
、
所
従
国
助
の
父
国
元
相
伝
の
地
な
り 

 

所
従
領
た
る
の
上
は
、
別
の
子
細
あ
る
べ
か
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
種
々
の 

 

子
細
を
載
せ
、
去
状
を
捧
げ
了 お

わ

ん
ぬ
、
巨
細
は
か
の
状
に
見
ゆ

地
頭

押
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
所
田
一
反
小

地
頭
押
領 

 
 

 
 

 

上
山

沢
行
作
、

墨
丸
の
父
な
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

く
だ
ん
の
所
は
、
在
庁
行
景
領
、
沢
門
名
内
な
り
、
し
か
る
に 

 

負
物

ふ
ぶ
つ (

52)

[ 
 

]
を
も

て
、
こ
れ
を
[ 

 

]
も
の
な
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
所
屋
敷
畠
二
反 

地
頭
押
領 

 
 

 
 

北
浜

[ 
 

]
國
衙
公
人(

53)

な
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

く
だ
ん
の
所
は
、
造
府
所
公
文
名
の
内
な
り
、
し
か
る
に
負 

物
の
代
と
号
し
、
有
富
名
主
[ 

 
 

 

] 

頗
す
こ
ぶ

る
敍
用

じ

よ
う(

54)

に
及
ば
ず
[ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
所
□
畠
一
反
[ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
所
田
畠 

 
 

 
 

河
よ
り
南
の
浜 

 
 

く
だ
ん
の
屋
敷
田
畠
な
ら
び
に
娘
秋
石
女
ら
、
父
源
太
宗 

 
 

員
の
引
文

ひ
き
ぶ
み(

55)

明
白
な
り
、
仍

て
か
の
従
女
の
給
恩
に
充
て
給
う
も
の
な
り 

 
 

一
所
田
畠
二
反
内

田
一
反

畠
一
反 

 
 

 
 

 

一
宮
政
所
敷

い
ち
の
み
や
ま
ん
ど
こ
ろ
し
き(

56) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

*

厳
島
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

く
だ
ん
の
所
は
国
元
引
文
の
内
な
り
、
し
か
れ
ど
も
国
助
一
類
を
召
使

め
し
つ
か

う
の
間 

 
 

 
 

 
 

 

改
易
に
及
ば
ざ
る
の
処
、
福
島
二
郎
信
景
の
利
銭
の
質
に
入
れ
募
り
、 

事
を
左
右

そ

う

に
寄
せ
、
已 す

で

に
押
領
せ
し
む
る
に
よ
り
、
真
土
よ
り
、
か
の 

銭
を
弁
え
領
作
せ
し
む
と
云
々
、
こ
の
条
か
た
が
た
も

て
そ
の
謂
わ
れ
な
き
の
上
は 

敢
え
て
承
引
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
、
し
か
れ
ば
何
の
子
息
[ 

 

]
た
り
と
い
え
ど
も 

処
分
[ 

 

]
の
条
勿
論
な
り
、
但
し
真
土
、
⾧
寿
御
前
に
譲
り
渡
す
に
お
い
て 

は
、
そ
の
左
右
に
よ
る
べ
き
も
の
な
り 

一
所
田
二
反 

 
 

 

山
田
藤
兵
衛
分
給
分 

 

末
宗 

(横書)但し為時は守護家人
けにん

たるにより、本所進止

ほんじしんじ

 (42)の所領を相伝すべかざるの由、国司御挙状
きじう

(43)を帯
たい

し、子細を六波羅

殿(44)に訴え申し候の間、御教書(45)を下され御沙汰有るところなり、しかれば落居
らき

(46)について勘注
かんちう

(47)すべきものなり 
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一
所
畠
二
反 

 
 

 

南
浜
の
中
小
路 

 
 

 

平
三
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
所
田
二
反
小 

 
 

河
角 

 

屋
敷 

 
 

く
だ
ん
の
条 

 
 

 

清
大
夫
末
宗
、
同
太
郎
宗
弘
、
二
男
□ 

 

門
ら
、
そ
の
身
と
い
い
、
屋
敷
田
畠
と
い
い
、
お
の
お
の
証
[ 

 

]
あ
る
に
よ
り 

 

領
知
す
る
も
の
な
り
、
仍 よ

て
末
門
以
下
子
息
ら
に
給
恩
に
預
け
給
う
と
こ
ろ
な
り 

 
 

子
細
は
引
文
の
状
ら
に
見
ゆ 

一
所
屋
敷
田
畠
二
反 

 
 

祖
父
兼
資
の
母
堂
、

内
部
の
屋
敷
な
り 

 
 

 
 

 
 

三
昧
堂
の
後
ろ 

 
*

惣
社
三
昧
堂
の
後
ろ 

一
所
同
三
反 

 
 

 
 

 

河
窪 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
所
畠
栗
林 

 
 

 
 

 

南
山
大
歳 

 
 

 

く
だ
ん
の
所
は
、
国
掌
公
□
二
郎
掾
清
近
な
ら
び
に
同
嫡
子
矢
目 

近
道
、
出
挙

す
い
こ

物
の
代
に
上
山
権
□
兼
直
に
引
き
進
ら
す
と
こ
ろ
な
り
、
し
か
る
に 

か
の
子
息
正
行
房
乗
兼
、
く
だ
ん
の
証
文
を
遣
わ
し
、
用
途
を
所
望
せ
し
む
る 

 

の
間
、
銭
五
貫･

面
葦
毛
の
馬
一
疋
を
与
え
渡
し
畢
ん
ぬ
、
こ
の
内
、
当 

 

時
下
人
中
五
丸
の
給
恩
屋
敷
は
在
庁
兼
安
南
郡
公
文 

 

左
藤
大
夫
助
真 

左
藤
四
郎
大
夫
助
正
の
父
、 

 

の
[ 

 
 

 
 

左
藤
五
郎
大
夫
清
正
の
祖
父 

局
、
清
近
の
手
よ
り
、
負
物

ふ
も
つ

の
代
に
こ
れ
を
割
き
取
り
、
多
年
違 

乱
な
く
居
住
の
間
、
く
だ
ん
の
次
第
沙
汰
の
証
文
ら
を 

石
井
入
道
殿
に
進
ら
せ
し
む
る
の
間
、
か
の
状
ら
は
同
じ
く
共
に
も

て
こ
れ
を
帯
せ
し
む
る
も
の
な
り 

 

し
か
れ
ば
、
か
れ
と
い
い
、
こ
れ
と
い
い
、
一
向
進
退
せ
し
め
畢
ん
ぬ 

 

一
所
屋
敷
田
一
反

蓮
法
房
垣
内

か
い
と(

57) 

(

留
守
所)

御
薗

み
そ
の (

58)

の
内 

 

く
だ
ん
の
所
は
、
か
の
法
師
後
家
な
ら
び
に
嫡
女
の
引
文

ひ
き
ぶ
み

こ
れ
在
り
、 

 
 

所
当
公
事

く

じ(

59)

は
留
守
所
に
[ 

 

]
せ
し
む
、
自
作
せ
し
む
る
や
否
や
は
即
ち
進
止
な
り 

 

一
所
屋
敷
田
畠
二
反

後
藤
給
分 

 
 

 
 

 
 

 

同 

く
だ
ん
の
田
地
な
ら
び
に
権
三
郎
男
ら
は
、
か
の
父
利
恒
引
文
に
分
明 

 

な
り
、
子
細
同
前 

一
所
国
清
屋
敷
田
畠 

 
 

 
 

 
 

同 
 

く
だ
ん
の
所
は
故
得
王
冠
者
の
一 い

ち

具 ぐ(

60)

の
証
文
な
り
、
子
細
か
の
父
国
[ 

 

の
引
文
に
[ 

 

]
も
の
な
り
、
巨
細
は
先
段
同
前 

 

一
所
屋
敷
田
畠
一
反 

 
 

 
 

 
 

脇 

く
だ
ん
の
子
細
は
、
本
主
下
書
生
近
末
後
家
な
ら
び
に
娘
の
訴 

状
、
留
守
所
の
外
題(

61)

に
明
白
な
り
、
当
時
は
乙
鶴
女
の
給
恩
な
り 

 

一
所
田
二
反

景
行
給
田 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山
田
村

畠
田 

く
だ
ん
の
田
地
は
本
よ
り
弥
富
領
な
り
、
よ

て
刑
部
阿
闍
梨
嘉
憲
に
譲
与
し 

 

畢
ん
ぬ
、
し
か
る
に
か
の
後
家
の
手
よ
り
、
菜
原
阿
弥
陀
仏
[ 

 

] 
 

 
 

 

時
資
こ
れ
を
領
す
る
も
の
な
り 

一
所
田
二
反

二
王
冠
者
給
田

国
元
譲
り
の
内
な
り 

 
 

 
 

同
村

松
原 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
所
田
四
反

下
人
ら
給
田 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同 
 

松
本 

 
 

船
越
村
一
丁
一
反 

 
 

 
 

田
五
反 

 
 

 
 

畠
五
反 

 
 

 
 

塩
浜
一
反 



29 

 

 
 

 
 

一
所
田
五
反 

 
 

 
 

 
 

 

大
迫 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
所
畠
三
反 

 
 

 
 

 
 

 

東
浦 

 
 

見
乃
古
志
よ
り
は
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
所
二
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

西
浦 

 
 

 

同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
所
塩
浜
一
反 

 
 

 

堀
よ
り
南
東
の
浦 

 

く
だ
ん
の
所
々
、
子
細
は
國
衙
外
題
以
下
、
次
第
の(

62)

証
文
ら
に
見
ゆ
、 

は
た
ま
た
源
六
宗
実
入
道

源
次
実
直
法
師
の
父
、
毘
沙
王

入
道
の
祖
父 

起
請
文(

63)

な
ら
び
に
書
状
ら
に
分
明
な
り 

 
 

 
 

一
、
原
郷
田
畠
六
丁
三
反
六
十
歩

國
衙
と
い
い
、
地
頭
と
い
い
、
兩
方
承

し

う

伏 ふ
く

す(

64)

建
保･

承
久
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

取

帳

と
り
ち

う(

65)

に
弥
富･

久
武
は
各
別
の
間
、
巨
細
に
及
ば
ざ
る
も
の
な
り 

名
田
四
丁
二
反
三
百
歩 

 

畠
二
丁
百
二
十
歩 

一
所
田
一
丁 

 
 

 
 

 

萱
原 

 
 

一
所
同
一
丁
の
内

多
阿
五
反
、
願
覚
跡
、
今
は
毘
沙
王
、
多
阿
の
譲
状
に
よ
る
な
り
、

毘
沙
次
郎
五
反 

地
頭
押
領 

 
 

 

西
鳥
田 

博
打
に
よ
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
所
同
一
丁 

 

同 
 

 
 

 
 

東
烏
田 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
所
同
三
反 

 
 

 
 

 

大
豆
田 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
所
同
四
反 

 
 

 
 

 

大
沼
□ 

国
元
作 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
所
三
百
歩

大
沼
田

苗
代 

 
 

 
 

同
溝
よ
り
上 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
所
同
五
反 

 
 

 
 

 

同 

友
道
作 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
所
畠
二
反 

 
 

 
 

 

北
庄
堺 

□
藤
太
作 

一
所
同
二
反 

 
 

 
 

 

伴
太 

 

墓
畠
と
云
々 

一
所
同
二
反 

 
 

 
 

 

道
末 

 

又
鉤
金 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
所
同
三
反 

六
波
羅
殿
下
知

こ
れ
在
り 

 

伊
与
寺 

一
所
同
四
反 

 
 

 
 

 

今
津 

⾧
畠
と
云
々 

一
所
同
二
反 

 
 

 
 

 

同 
 

矢
古
畠
と
云
々 

一
所
同
二
反 

 
 

 
 

 

尾
喰 

国
助
給
畠 

一
所
同
二
反 

 
 

 
 

 

同
今
富 

一
所
同
二
反 

 
 

 
 

 

小
向 

一
所
一
反
小 

 
 

 
 

 

東
畠 

宗
房
作 

  

三
田
郷
一
丁
七
反
大

[ 
 

]
地
頭
方
、
加
徴

か
ち

う(

65) 

以
下
の
公
事

く

じ(

66)

課
役
[ 

 

]
庭
公
事(

67)

ま
で
一
向
勤
仕
せ
ざ
る
も
の
な
り
、
こ
れ
且
は
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

例
た
る
の
上
、
国
判

く
に
は
ん(

68)
･

武
家
御
下
知
、
次
第
証
文
ら
厳
重
の
故

[ 
 

] 

一
所
五
反 

高
田 

 
 

 
 

 
 

一
所
大 

 
 

諸
多
木 

一
所
四
反 

森
本 

 
 

 
 

 
 

一
所
八
反 

 

見
都 

溫
科
村
田
畠
十
丁
小 

 

田
十
丁 

畠
小 

一
所
六
反
小
内

[ 
 

]
、

畠
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
所
八
反 

 
 

舟
木
□
一
所
五
反 

一
所
五
反 

 
 

 
 

 
 

 

江
良
田 

 
 

 

一
所
二
反 

 
 

黒
谷 

 

一
所
三
反 

 
 

 
 

 
 

 

天
森 

 
 

 
 

一
所
六
反 

 
 

手
箱 

一
所
七
丁 

 
 

 
 

 
 

 

新
堤 

 
 

く
だ
ん
の
所
は
、
溫
科
村
の
内
た
る
の
条
、
国
方
進
止
の
[ 

 

]
厳 

 
 

 
 

 
 

 

重
な
り
、
し
か
る
に
安
南
郡
地
頭
押
領
[ 

 
 

 
 

 
 

 
 

] 
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子
細
を
訴
え
申
し
[ 

 
 

 

]
蒙
り
[ 

 
 

 

]
こ
れ
を
領
す 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
、
地
頭
押
領
所
々
、
先
段
に
注
し
漏
る
る
坪
々 

 
 

安
南
郡 

 
 

 

原
郷 

  
 

 
 

(

目
録) 

一
、
田
畠
目
六
大
略
か
く
の
ご
と
し
、
但
し
こ
の
注
文
の
内
に
お
い
て
は
、
た
と
い
養
子
た
り
と
い
え
ど
も
、 

沽
却

こ
き

く

し
、
惣
領
に
知
ら
せ
ず
他
人
に
渡
す
べ
か
ら
ず 

 
一
、
所
従 

 
 

 
 

 
男 

 
 

 
 

 
 

 
女 

 
 

 
 

男 
 

 
 

 
 

 

⾧
三
郎
国
助
童
に
お
い
て
こ
れ
を
召
仕
う
、
そ
の
名
恵
奴
法
師
丸
、
父
は
国
元
な
り 

 
 

同
子
二
人
の
内 

国
造
房 

弐
王
冠
者

宗
国
の
子
、
国
元
の
孫
な
り
、
宗
国
は
童
に
お
い
て
こ
れ
を
召
し
使
う
、

そ
の
名
熊
王
丸 

乙
王
丸

子
細
は
父
年
□
二
郎
大
夫
則
重
の
引
文
に
見
ゆ 

 

則
延
法
師

近
延
の
子
、
是
延
の
孫
な
り

同
子
源
三
郎
男

童
に
お
い
て
こ
れ
を
召
仕
う
、
そ
の
名
得
法
師 

同
子
三
人
の
内

太
郎
法
師
丸
、
同
石
王
丸
、
逆
法
師
丸 

薬
師
丸

則
延
法
師
丸
の
甥
な
り 

貞
包
童
に
お
い
て
こ
れ
を
召
仕
う
、
そ
の
名
子
源
太
丸 

藤
三
郎
男

父
は
座
頭
男
、
祖
父
は
藤
三
郎
男
な
り
、
久
時
殿 

 
 

 
 

重
代
の
奴
な
り 

同
舎
弟
藤
五
郎
男 

同
子
一
人 

逆
犬
丸 

清
次
郎
男

父
は
清
三
郎
男
、
牛
田
村
弥
富
名
内
崩
田 

(

69)

七
反
半
の
下
作
人

是
包
の
父
光
包
、
所
当
米
代
に
こ
れ
を
弁
え
畢
ん
ぬ 

石
王
丸

母
は
石
井
入
道
殿
下
人
の
乙
女
な
り
、
仍

て
襁

き
よ
う

褓 ほ
う

中
よ
り
二
十
余
歳
ま
で
、
こ
れ
を
召
仕
う
も
の
な
り 

 

山
田
中
五
男

助
清
、
大
政
所
殿(

70)

の
下
人
、
武
内
源
八
包
則
こ
れ
を
引
く
も
の
な
り
、 

祖
父
は
近
清
、
父
は
近
道
な
り 

弥
中
次
男

父
は
沢
行
、
祖
父
は
行
包
な
り 

北
庄
福
田
入
道

子
細
は
内
部
庄
地
頭
代
東
条
三
津
小
三 

為
方
の
状
ら
に
見
ゆ
、
か
の
奴
の
父
総
追
入
道
、
本
は 

浜
の
□
末
屋
敷
に
居
住
せ
し
め
、
多
年
こ
れ
を
召
仕
い
畢
ん
ぬ 

同
子
二
郎
男 

又
同
子
童 

宗
太
郎
入
道 

同
太
郎
子
宗
源
次
男 

同
次
郎
子
又
太
郎
男

人
勾
引

ひ
と
か
ど
わ
か
し(

71)

と
号
し
、
守
護
こ
れ
を
取
る
と
云
々 

秦
三
郎
男

子
細
は
父
則
包
の
引
文
な
ら
び
に
本
主
人
周
防 

玖
河
庄
一
方
公
文
石
崎
太
郎
入
道
蓮
聖
[ 

 

]
状
ら
に
見
ゆ 

同
子
勢
至
丸

開
田
兵
衛
尉
こ
れ
を
与
え
渡
し
畢
ん
ぬ
、
但
し
く
だ
ん
の
奴

や
つ
こ

自
由
に
任
せ 

召
仕
わ
れ
ず
と
云
々
、
し
か
れ
ば
[ 

 

]
す
べ
し 

同
増
田
腹
男
子
四
人
こ
れ
在
り
[ 

松
王
冠
者

童
に
お
い
て
[ 

 

禰
宜
男

子
細
は
父
矢
次
郎
掾
重
近
の
引
文
に
具
な
り 
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西
条
弥
五
郎
子

死
去
し
畢
ん
ぬ
、
子
は
見
存
な
り
、
源
太
郎
男
[ 

 

] 

腹
の
子
な
り 

同
舎
弟 

溫
科
平
六
入
道

子
細
は
則
ち
の
引
文(

72)

に
見
ゆ 

浜
久
祖
法
師
丸

子
細
は
父
伴
大
夫
助
武
の
引
文
に
見
ゆ
、
祖
父
は 

武
宗
な
り 

弥
中
三
重
氏

子
細
は
即
ち
の
状
な
ら
び
に
母
衣
四
郎
内
侍
、
寺
町(

73)

地
頭
□ 

右
衛
門
尉
清
義
代
郡
戸
治
部
入
道 

時
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

俗
名
光
成 

光
真
の
状
に
見
ゆ 

 

北
浜
二
郎
冠
者

子
細
は
父
梶
取
宗
四
郎
大
夫
末
吉
の 

引
文
に
見
ゆ 

浜
橋
本
又
王
丸

子
細
は
父
梶
取
夜
叉
太
郎
の
引
文
に
具
な
る
も
の
な
り 

伴
太
国
守
孫

く
だ
ん
の
祖
父
伴
二
郎
男
は
父
国
守
の
引
文
な
り
し
か
る
に 

祖
父
と
い
い
、
父
と
い
い
死
去
の
間
、
く
だ
ん
の
童
、
母
に
付
け

迩
保
島

に
ほ
し
ま

に 

居
住
せ
し
む
る
も
の
な
り
、
仍

て
弘
安
十
一
年
正
応
と
改
む 

春
の
こ
ろ
、 

国
造
子
男
を
遣
わ
し
参
勤
す
べ
き
の
由
、
下
知
せ
し
む
る
の
間
、 

幼
少
た
り
と
い
え
ど
も
参
勤
せ
し
む
べ
き
の
旨
、
母
ら
申
し
せ
し
む
る
と
云
々 

南
浜
中
小
追
清
六
末
門
の
子
息
ら
二
人

二
人
の
事
と
い
い 

屋
敷
と
い
い 

子
細
は
末
門
の
引
文
に
具
な
る
も
の
な
り 

脇
権
三
郎
男

そ
の
身
と
い
い
、
居
住
の
屋
敷
と
い
い
、
父
利
恒
本
名
清
包
の 

引
文
に
明
白
な
り 

同
子
二
人

弥
法
師
丸 

甲
法
師
丸 

南
浜
乙
若
丸

く
だ
ん
の
奴
の
祖
父
宗
門
は
、
己
が
身
を
銭
五
貫
文
の
代
に
引
き
進
ら
せ 

畢
ん
ぬ
、
そ
の
上
は
か
の
子
孫
を
召
仕
う
の
条
勿
論
な
り
、
し
か
る
に 

 
 

 
 

 

宗
門
死
去
の
後
、
宗
遠
今
俄
に
地
頭

仕 し

部 ぶ

の 

 
 

 
 

 
 

 
 

由
を
申
せ
し
む
る
の
間
、
所
詮
宗
門
身
の
直
銭
十 

 
 

 
 

 

貫
文

五
貫
文
を

糺 た
だ

し
返
す
べ
き
の
由
、
下
知
せ
し
む
る
の
間
、
く
だ
ん
の
乙
若
丸
を
引
き
進
ら
す 

 
 

 
 

 

も
の
な
り
、
子
息
ら
そ
の
数
あ
る
に
よ
り
傍
例
に
ま
か
せ
一
人
の
子
を 

 
 

 
 

 

地
頭
方
に
出
す
の
上
は
、
沙
汰
の
限
り
に
あ
ら
ざ
る
の
由
、
問
答
せ
し
め
畢
ん
ぬ 

大
崎
中
五
郎

子
細
は
父
中
三
郎
大
夫
安
高
の
引
文
に
見
ゆ
、
安
高
は 

中
大
夫
安
遠
の
子
な
り 

佐
乃
々
江
法
師

今
は
江
二
郎
と
云
々
、
荒
山
庄
に
居
住
せ
し
む
る
も
の
な
り
、
子
細
は 

守
護

在 ざ
い

国
司
兼

こ
く
し
け
ん

松
崎

ま
つ
ざ
き

下
司
代

げ
し
だ
い 

(

74

)

内
藤
左
衛
門
入
道 

 
 

 
 

 
 

 

盛
仏

俗
名

保
廉 

同
代
官
源
三
郎
入
道
の
状
に
見
ゆ 

 

同
男
子
こ
れ
在
り 

 
 

 

田
門
庄
矢
口
重
員

童
に
お
い
て
こ
れ
を
召
仕
う
、
そ
の
名
鶴
王
丸
、
父
は
貞
員
、 

祖
父
は
佐
西
大
検
校(

75)

貞
包
、
貞
延
の
子
な
り
、
し
か
る
に
地
頭 

代
馬
入
道
阿
仏
押
し
て
召
仕
う
の
間
、
事
の
由
を
六
波
羅
殿
に
訴
え
申
し
、 

こ
れ
を
召
し
賜
わ
り
畢
ん
ぬ 
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同
太
郎
子

童
に
お
い
て
こ
れ
を
召
仕
い
畢
ん
ぬ
、
義
王
丸
と
云
々
、 

今
は
又
五
郎
こ
れ
な
り 

同
男
子
二
人
こ
れ
在
り
と
云
々 

 

同
重
員
次
男
童

地
頭
代
譲
渡
す
、
押
し
仕
う
の
間
、
子
細
を 

六
波
羅
殿
に
訴
え
申
す
に
よ
り
、
去

状

き
り
じ

う
を
出
す
の
間
、
御
下
知
に
下
し
預
か
り
畢
ん
ぬ 

中
州
別
符
友
末

父
は
紀
五
郎
大
夫
友
道
な
り
、
重
代
相
伝
の
下
人
な
り
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

子
細
は
友
末
の
起
請
文
な
ら
び
に
日
吉
大
宮
預
所
周
防 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

律
師
の
状
、
次
第
の
沙
汰
の
証
文
に
具
な
る
も
の
な
り 

 ｢

こ
の
間
知
ら
ず｣ 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

人
々
に
譲
る
分
と
い
い
、
こ
の
注
文
に
漏
る
る
物
ら
と 

い
い
、
資
賢

す
け
か
た

分
た
る
べ
き
の
状
、
く
だ
ん
の
ご
と
し 

 
 

 
 

正
応
二
年
正
月
廿
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

沙
弥(

花
押) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 注 

 

『
ひ
ろ
が
る
田
所
文
書
の
世
界
』
五
五
頁
を
参
照
し
た
。 

(

25)

頭
人

と
う
に
ん

の
交
名

き

う
み

う

頭
役
を
勤
め
る
人
々
の
名
簿
。 

(

26)

正
月
の
修
正

し

し

う

毎
年
正
月
に
行
わ
れ
る
年
始
の
法
会
。
そ
の
年
の
平
安
を
祈

て
読
経
す
る
。 

(

27)

解
文

げ
ぶ
み

下
の
位
の
者
か
ら
上
位
者
に
差
出
す
文
書
。 

(

28)

供
僧

く
そ
う

又
は
供
僧

ぐ
そ
う

寺
院
の
本
尊
に
供
養
す
る
僧
。
神
仏
混
交
の
た
め
神
社
に
も
僧
侶
が
い
た
。 

(

29)

書
生

し

し

う

主
に
書
写
を
職
務
と
し
た
下
級
役
人
。 

(

30)

国 こ
く

役
人

や
く
に
ん

國
衙
の
下
級
の
役
人
を
さ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
詳
細
は
不
明
。 

(

31)

国
宣

こ
く
せ
ん

国
守
な
ど
が
出
す
命
令
書
。 

(

32)

不
堪

ふ
か
ん

ふ
と
ど
き
な
こ
と
、
あ
る
い
は
貧
乏
な
こ
と
。 

(

33)

梶
取

か
じ
と
り

年
貢
を
海
上
輸
送
す
る
責
任
者
。 

(

34)

御
采
役

不
明
。 

 
 

(

35

)

造
府
所

ぞ
う
ふ
じ

国
府
の
造
営
を
司
る
役
所
か
？ 

(

36)

草
手
銭

草
刈
り
に
入
る
者
に
課
せ
ら
れ
た
使
用
料
。 

(

37)

図
免

不
明
。 

(

38)

浮
免

う
き
め
ん

國
衙
か
ら
の
雑
役
免
除
の
下
地
が
固
定
せ
ず
、
年
に
よ

て
浮
動
す
る
状
態
の
免
田
。 

(

39)

仁
王
講

『
仁
王
般
若
経
』
を
読
誦
す
る
法
会
。
鎮
護
国
家･

万
民
豊
楽
を
願

て
行
わ
れ
る
。 

(

40)

下
作

げ
さ
く

職 し
き

土
地
に
対
す
る
重
な
り
合

た
権
利
の
う
ち
、
一
番
下
の
実
質
的
な
耕
作
権
。 

(

41)

国
検

こ

け
ん

國
衙
が
行
う
検
注(

土
地
調
査･

検
地)

。 

(

42)

本
所

ほ
ん
じ

荘
園
領
主
の
最
上
位
の
も
の
。
領
家
の
上
に
位
置
す
る
。 

(

43)

挙
状

き

じ

う

下
位
の
者
の
上
申
書
を
取
り
次
ぐ
時
に
付
け
る
文
書
。 

(

44)

六
波

ろ
く
は

羅 ら

殿 ど
の

西
国
の
治
安
や
裁
判
の
た
め
鎌
倉
幕
府
が
置
い
た
六
波
羅
探
題
の
こ
と
。 

(

45)

御
教
書

み
ぎ

う
し

本
人
が
直
接
出
さ
ず
侍
臣
が
主
人
の
意
を

奉
う
け
た
ま
わ

て
出
す
文
書
を
奉
書
と
い
う
が
、
三
位
以
上
の
奉
書
を
御
教
書
と
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い

た
。 

(
46)

落
居

ら

き

事
件
が
落
着
す
る
こ
と
、
落
ち
着
く
こ
と
。 

 
 

(

47)
勘
注

か
ん
ち

う

調
査
し
て
記
録
す
る
こ
と
。 

 

(

48)

去
状

さ
り
じ

う 

沽
券
。
土
地
、
家
屋
、
諸
職
な
ど
の
売
却
証
文
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

(

49)

下
文

く
だ
し
ぶ
み 

上
位
の
も
の
か
ら
下
位
の
者
に
与
え
た
文
書 

(

50)

在
庁

ざ
い
ち

う

政
所

ま
ん
ど
こ
ろ

國
衙
の
役
所
の
一
つ
。
日
常
政
務
を
処
理
す
る
と
こ
ろ
。 

(

51)

引
付

後
日
の
例
証
に
す
る
た
め
書
き
と
め
た
書
類
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

52)

負
物

ふ
も
つ 

借
金
。
負
債
。 

 
 

 
 

 
 

 

(

53)

公
人

く
に
ん

(

國
衙
で)

雑
役
に
従
事
す
る
職
員
。 

(

54)

敍 じ

用 よ
う 

承
諾
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

(

55)

引
文

ひ
き
ぶ
み 

自
由
人
が
自
発
的
に
自
ら
の
自
由
を
放
棄
す
る
意
志
を
表
明
し
た
文
書
。 

自
ら
が
所
従
と
な
る
と
き
相
手(

主
人)
に
差
し
出
す
証
文
。 

 
 

(

56)

一
宮
政
所
敷

い
ち
み
や
ま
ん
ど
こ
ろ
し
き

一
宮(

厳
島
神
社)

の
家
政
処
理
の
た
め
の
役
所(

政
所)

の
敷
地
。 

 

(

57)

垣
内

か
い
と 

屋
敷
、
所
有
地
。 

 
 

 

(

58) (

留
守
所)

御
薗

み
そ
の

留
守
所
に
属
す
る
菜
園
。 

 
 

 

(

59)

所 し

当
公
事

と
う
く
じ 

年
貢
と
公
事
。 

 
 

(

60)

一 い
ち

具 ぐ

の

ひ
と
そ
ろ
い
の
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の 

 
 

 

(

61)

外
題

げ
だ
い

上
申
書
の
袖
や
奥･

裏
な
ど
に
受
け
取

た
上
位
者
が
、
申
請
内
容
を
承
認
し
た
こ
と
を
記
す
こ
と
。 

 
 

 

(

62)

次
第

し
だ
い

の

順
序
正
し
い
。 

 
 

 

(

63)

起
請
文

き
し

う
も
ん

内
容
に
相
違
な
い
こ
と
を
神
仏
に
誓

た
文
書
。 

 
 

 

(

64)

承
伏

し

う
ふ
く

承
知
し
て
従
う
こ
と
。 

 
 

(

65)

取
帳

と
り
ち

う

土
地
調
査
に
基
づ
い
て
田
畑
の
数
量･

そ
の
所
在
を
書
き
上
げ
た
文
書
。
検
注
帳
。 

 
 

 

(

65)

加
徴

か
ち

う

付
加
税
。 

 
 

 

(

66)

公
事

く

じ

年
貢
と
並
ぶ
中
世
の
税
。
年
貢
が
米･

塩
や
絹
に
限
ら
れ
た
品
目
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
公
事
は
雑
多
な
品
物
が
徴
収
さ

れ
る
。 

 
 

 

(

67)

庭
公
事

不
明
。 

 
 

(

68)

国
判

こ
く
は
ん

国
司
が
証
明･

承
認
の
文
言
を
加
え
て
署
名
し
た
文
書
。 

 
 

 

(

69)

崩
田

不
明
。 

 
 

 

(

70)

大
政
所
殿

不
明
。 

 
 

 

(

71) 

人
勾
引

ひ
と
か
ど
わ
か
し 

だ
ま
し
連
れ
去
る
こ
と
。 

 
 

 

(

72)

即
す
な
わ

ち
の
引
文

父
と
か
祖
父
の
引
文
で
は
な
く
、
本
人
の
引
文
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 
 

 

(

73)

寺
町

不
明
。 

 
 

 

(

74) 

守
護
在
国
司

し

ご
ざ
い
こ
く
し

兼
松
崎

ま
つ
ざ
き

下
司
代

げ
し
だ
い

ひ
ろ
が
る
田
所
文
書
の
世
界
33
頁
参
照
。 

 
 

(

75) 

佐
西
大
検
校

さ
さ
い
だ
い
け
ん
ぎ

う

不
明
。 

*

に
つ
い
て
は
田
所
恒
之
輔
が
『
田
所
家
文
書
』･

『
安
芸
府
中
町
史
』･

『
国
史
大
事
典
』
等
を
参
考
に
解
析
し
た
。 

令
和
五
年
十
一
月
二
十
八
日 

田
所
恒
之
輔
が
記
す
。 


